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②
流

通
・
取

引
慣
行

ガ
イ

ド
ラ
イ

ン
の

見
直

し
 

（
１

）
制
度

比
較

 

○
垂

直
的
拘

束
規
制

に
係

る
比

較
 

国
名
 

  比
較

の
視

点
 

日
本

 
米

国
 

E
U 

韓
国

 

①
 

垂
直

的
制

限

(
Ve
r
ti
c
al
 

R
es
t
ra
i
nt
s)

に
関

す

る
規

制
に
つ

い
て
，
事

業
者

に
よ

る
ど

の
よ

う
な

行
為

を
規

制
し

て
い

る
か
。
 

以
下

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

垂
直

的
制

限
行

為
は

，
不

公
正

な
取

引
方

法
と

し
て

独
占

禁
止

法

で
規
制
さ
れ
る
。
 

  
 

○
独
占
禁
止
法
第

2
条
第

9
項
 

四
 

自
己

の
供

給
す

る
商

品
を

購
入

す
る

相
手

方

に
，

正
当

な
理

由
が

な
い

の
に

，
次

の
い

ず
れ

か

に
掲

げ
る

拘
束

の
条

件
を

付
け

て
，

当
該

商
品

を

供
給
す
る
こ
と
。
 

イ
 

相
手

方
に

対
し

そ
の

販
売

す
る

当
該

商
品

の

販
売

価
格

を
定

め
て

こ
れ

を
維

持
さ

せ
る

こ
と

そ

の
他

相
手

方
の

当
該

商
品

の
販

売
価

格
の

自
由

な

決
定
を
拘
束
す
る
こ
と
。
 

ロ
 

相
手

方
の

販
売

す
る

当
該

商
品

を
購

入
す

る

事
業

者
の

当
該

商
品

の
販

売
価

格
を

定
め

て
相

手

方
を

し
て

当
該

事
業

者
に

こ
れ

を
維

持
さ

せ
る

こ

と
そ

の
他

相
手

方
を

し
て

当
該

事
業

者
の

当
該

商

品
の

販
売

価
格

の
自

由
な

決
定

を
拘

束
さ

せ
る

こ

と
。
 

六
 

前
各

号
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

，
次

の
い

ず

れ
か

に
該

当
す

る
行

為
で

あ
つ

て
，

公
正

な
競

争

を
阻

害
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
も

の
の

う
ち

，
公

正

取
引
委
員
会
が
指
定
す
る
も
の
 

イ
 

不
当

に
他

の
事

業
者

を
差

別
的

に
取

り
扱

う

こ
と
。
 

ニ
 

相
手

方
の

事
業

活
動

を
不

当
に

拘
束

す
る

条

件
を
も
つ
て
取
引
す
る
こ
と
。
 

 ○
不
公
正
な
取
引
方
法
（
昭
和

57
年

6
月

18
日

公
正
取
引
委
員
会
告
示
第

15
号
）
 

以
下

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

垂
直

的
制

限
行

為

は
，
シ

ャ
ー
マ

ン
法
第

1
条
又

は
連
邦
取

引
委

員
会

法

第
5
条

に
違

反
す
る

行
為
と

し
て
規

制
さ

れ
る

。
 

 

 ○
シ

ャ
ー
マ

ン
法
第

1
条
 

州
間

又
は

外
国

と
の

取
引

又
は

通
商

を
制

限
す

る
全

て
の

契
約

，
ト

ラ
ス
ト

そ
の
他

の
形
態
に

よ
る

結
合

又

は
共

謀
（

ev
e
ry
 
c
on
t
ac
t
, 

co
m
bi
n
at
io
n
 
i
n
 
th
e 

f
or
m 
of
 t
ru
s
t 
or

 o
t
he
r
wi
s
e,
 o
r 
c
on
s
pi
r
ac
y）

は
，

こ
れ
を

違
法
と

す
る
。
 

 ○
連

邦
取
引

委
員
会

法
第

5
条
 

(
a)
(
1)

通
商

に
お

け
る

若
し

く
は

通
商

に
影

響
を

及

ぼ
す

不
公

正
な

競
争

方
法

及
び

不
公

正
な

若
し

く
は

ぎ
ま

ん
的
行

為
又
は

慣
行
は

，
こ
れ

を
違

法
と

す
る

。
 

 ※
連

邦
取
引

委
員
会

法
第

4
条

で
は

，「
通

商
」
と
は

，

州
と

州
と
の

間
，
州

と
外

国
と

の
間
，
合

衆
国

の
属

領

内
若

し
く
は

コ
ロ
ン

ビ
ア
特

別
区
内

，
属

領
間

，
属

領

と
州

若
し
く

は
外
国

と
の
間

，
又

は
コ
ロ

ン
ビ

ア
特

別

区
と

州
，
属
領

若
し
く

は
外
国

と
の
間
の

通
商

を
い

う

と
さ

れ
て
い

る
。
 

  
な

お
，
こ

の
ほ
か

，
州

に
お

い
て
も
独

自
の

反
ト

ラ

ス
ト

州
法
を

制
定
し

，
こ

れ
ら

の
行
為
を

規
制

対
象

と

し
て

い
る
。
 

以
下

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

垂
直

的
制

限
行

為

は
，
Ｅ

Ｕ
機
能
条
約
第

10
1
条
第

1
項
に
違
反
す
る
行

為
と

し
て
同

条
約
で
規
制
さ
れ
る
。
 

  ○
Ｅ

Ｕ
機
能

条
約
第

10
1
条
第

1
項
 

加
盟

国
間
の

取
引
に
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
り
，

か
つ

，
域

内
市

場
の
競
争
の
機
能
を
妨
害
し
，
制
限
し
，

若
し

く
は
歪

曲
す
る
目
的
を
有
し
，
又
は
か
か
る
結
果

を
も

た
ら
す

事
業
者
間
の
全
て
の
協
定
，
事
業
者
団
体

の
全

て
の
決

定
及
び
全
て
の
共
同
行
為
で
あ
っ
て
，
特

に
次

の
各

号
の

一
に

該
当

す
る

事
項

を
内

容
と

す
る

も
の

は
，
域

内
市
場
と
両
立
し
な
い
も
の
と
し
，
禁
止

す
る

。
 

a
 

直
接

又
は

間
接

に
，

購
入

価
格
若
し

く
は

販
売

価

格
又

は
そ
の

他
の
取
引
条
件
を
決
定
す
る
こ
と
 

b
 

生
産

，
販

売
，

技
術

開
発

又
は
投
資

を
制

限
し

又

は
統

制
す
る

こ
と
 

c 
市

場
又

は
供
給
源
を
割
り
当
て
る
こ
と
 

d
 

取
引

の
相

手
方

に
対

し
，

同
等
の
取

引
に

つ
い

て

異
な

る
条
件

を
付
し
，
当
該
相
手
方
を
競
争
上
不
利
な

立
場

に
置
く

こ
と
 

e
 

契
約

の
性

質
上

又
は

商
慣

習
上
，
契

約
の

対
象

と

は
関

連
の

な
い

追
加

的
な

義
務

を
相

手
方

が
受

諾
す

る
こ

と
を
契

約
締
結
の
条
件
と
す
る
こ
と
 

 

以
下

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

垂
直

的
制

限
行

為
は
，
独
占
規
制
及
び
公
正
取
引
に
関
す
る
法
律
第

2
9 
条
第

1
項
又
は
同
法
第

23
 条

第
1
項
・
第

2

項
に
違
反
す
る
行
為
と
し
て
規
制
さ
れ
る
。
 

 ○
独
占
規
制
及
び
公
正
取
引
に
関
す
る
法
律
 

第
29
 条

第
1 
項
 

事
業
者
は
，
再
販
売
価
格
維
持
行
為
を
し
て
は
な
ら

な
い
。
た
だ
し
，
商
品
又
は
役
務
を
一
定
の
価
格
以

上
で

取
引

で
き

な
い

よ
う

に
す

る
最

高
価

格
維

持

行
為
で
あ
っ
て
，
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
は
，
こ

の
限
り
で
な
い
。
 

 第
23
 条

 

第
1 
項
 

事
業
者
は
，
次
の
各
号
に
該
当
す
る
行

為
で
あ
っ
て
，
公
正
な
取
引
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が

あ
る
行
為
（
「
不
公
正
取
引
行
為
」）

を
し
，
又
は
系

列
会
社
若
し
く
は
他
の
事
業
者
を
し
て
，
こ
れ
を
行

わ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
 

一
 

不
当
に
取
引
を
拒
絶
し
，
又
は
相
手
方
を
差
別

し
て
取
扱
う
行
為
 

五
 

取
引

の
相

手
方

の
事

業
活

動
を

不
当

に
拘

束

す
る
条
件
で
取
引
し
，
又
は
他
の
事
業
者
の
事
業
活

動
を
妨
害
す
る
行
為
 

第
2
項
 
不
公
正
取
引
行
為
の
類
型
や
基
準
は
，
大

統
領
令
に
定
め
る
。
 

 ○
独

占
規

制
及

び
公

正
取

引
に

関
す

る
法

律
施

行

令
（
大
統
領
令

22
46
7
号
 

20
1
0.
1
1.
2）

 

第
36

条
（
不
公
正
取
引
行
為
の
指
定
）
 

①
法
律
第

23
条
（
不
公
正
取
引
行
為
の
禁
止
）
第

21



（
そ
の
他
の
取
引
拒
絶
）
 

2 
不
当
に
，
あ
る
事
業
者
に
対
し
取
引
を
拒
絶
し

若
し

く
は

取
引

に
係

る
商

品
若

し
く

は
役

務
の

数

量
若

し
く

は
内

容
を

制
限

し
，

又
は

他
の

事
業

者

に
こ
れ
ら
に
該
当
す
る
行
為
を
さ
せ
る
こ
と

。
 

（
排
他
条
件
付
取
引
）
 

1
1
 

不
当

に
，

相
手

方
が

競
争

者
と

取
引

し
な

い

こ
と

を
条

件
と

し
て

当
該

相
手

方
と

取
引

し
，

競

争
者

の
取

引
の

機
会

を
減

少
さ

せ
る

お
そ

れ
が

あ

る
こ
と
。
 

（
拘
束
条
件
付
取
引
）
 

1
2
 

法
第

二
条

第
九

項
第

四
号

又
は

前
項

に
該

当

す
る

行
為

の
ほ

か
，

相
手

方
と

そ
の

取
引

の
相

手

方
と

の
取

引
そ

の
他

相
手

方
の

事
業

活
動

を
不

当

に
拘

束
す

る
条

件
を

つ
け

て
，

当
該

相
手

方
と

取

引
す
る
こ
と
。
 

 

2
項

の
規

定
に

よ
る

不
公

正
取

引
行

為
の

類
型

又

は
基
準
は
，
別
表

1
の

2
と
同
じ
。
 

（
別
表
１
の
２
）
 

1
.取

引
拒
絶
 

法
第

23
条
(不

公
正
取
引
行
為
の
禁
止
)第

1
項
第

1
号
前
段
で
「
不
当
に
取
引
を
断
る
行
為
」
と
は
次

の
各
目
の
一
に
該
当
す
る
行
為
を
い
う
。
 

イ
. 
そ
の
他
の
取
引
拒
絶
 

不
当

に
特

定
事

業
者

に
対

し
取

引
の

開
始

を
断

っ

た
り
，
継
続
的
な
取
引
関
係
に
あ
る
特
定
事
業
者
に

対
し
取
引
を
中
断
し
た
り
，
取
引
す
る
商
品
又
は
役

務
の
数
量
や
内
容
を
著
し
く
制
限
す
る
行
為
 

7
.拘

束
条
件
付
き
取
引
 

法
第

23
条
(不

公
正
取
引
行
為
の
禁
止
)第

1
項
第

5
号
前
段
で
「
取
引
の
相
手
方
の
事
業
活
動
を
不
当

に
拘
束
す
る
条
件
で
取
引
す
る
行
為
」
と
は
，
次
の

各
目
の
一
に
該
当
す
る
行
為
を
い
う
。
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

ア
 排

他
条
件
付
き
取
引
 

不
当

に
取

引
相

手
方

が
自

分
又

は
系

列
会

社
の

競

争
事

業
者

と
取

引
し

な
い

条
件

で
そ

の
取

引
相

手

方
と
取
引
す
る
行
為
 

イ
 取

引
地
域
又
は
取
引
相
手
方
の
制
限
 

商
品
又
は
役
務
を
取
引
す
る
こ
と
に
お
い
て
，
そ
の

取
引

相
手

方
の

取
引

地
域

又
は

取
引

相
手

方
を

不

当
に
拘
束
す
る
条
件
で
取
引
す
る
行
為
 

 

②
 

①
の

各
行

為
に

つ
き

，
そ

の
違
法

性
の

判
断

に
ど

の
よ

う
な

基
準

を
採

用
し

て
い

る
か

。
 

1
.
当

然
違

法
ま

た
は

原
則

違
法

の
原

則
を

採
用

し
て
い

る
か
。
そ

の
場

合
，
対

象
と

な
る

制
限

行
為
は

。
 

    

１
．
「
当
然
違
法
」
と
は
，
米
国
の
判
例
法
上
，
一

切
の

正
当

化
を

許
さ

ず
，

行
為

の
外

形
か

ら
一

律

に
違
法
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
 

独
占
禁
止
法
で
は
，
再
販
売
価
格
維
持
行
為

は
,

正
当

な
理

由
な

く
行

わ
れ

る
も

の
は

禁
止

さ
れ

て

お
り
，
原
則
と
し
て
違
法
と
さ
れ
て
い
る
が
,正

当

な
理

由
が

な
い

か
ど

う
か

に
つ

き
,
市

場
に

お
け

る
公

正
な

競
争

秩
序

に
悪

影
響

を
及

ぼ
す

お
そ

れ

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
か

ど
う

か
を

判
断

し
て

お

り
,「

当
然
違
法
」
の
原
則
は
採
用
し
て
い
な

い
。
 

 
ま
た
,本

設
問
に
お
け
る
「
原
則
違
法
の
原

則
」

と
は
，「

当
該
行
為
が
な
さ
れ
た
だ
け
で
，
市
場

を

確
定

し
，

市
場

全
体

で
の

価
格

維
持

の
お

そ
れ

が

あ
る

か
ど

う
か

を
考

慮
す

る
こ

と
な

く
，

当
該

行

為
の

違
法

性
が

あ
る

と
判

断
さ

れ
る

考
え

方
」

と

１
．

米
国
で

は
，
再

販
売
価

格
維
持

行
為

に
つ

い
て

，

従
来

，
一
切

の
正
当

化
を

許
さ

ず
，
行
為

の
外

形
か

ら

一
律

に
違

法
と

す
る

当
然

違
法

の
原

則
が

米
国

の
判

例
法

上
採
ら

れ
て
い

た
。
し

か
し
，
20
07

年
の

リ
ー
ジ

ン
判

決
に
よ

り
，
合
理

の
原
則

を
採
用
す

べ
き

で
あ

る

と
さ

れ
た
。
 

合
理

の
原
則

と
は
，
米

国
の
判

例
法
上
，
違

法
か
適

法
か

を
判
断

す
る
際

に
，
当
該

行
為
に
よ

る
競

争
促

進

効
果

と
競

争
制

限
効

果
と

を
比

較
衡

量
す

る
考

え
方

で
あ

り
，
競
争

促
進
効

果
が
あ

れ
ば
合
法

と
さ

れ
る

と

い
う

考
え
方

で
は
な

く
，
競
争

促
進
効
果

が
競

争
制

限

効
果

を
上

回
る

場
合

に
合

法
と

さ
れ

る
も

の
で

あ
っ

て
，
再

販
売
価

格
維
持

行
為
が

合
法
化
さ

れ
た

も
の

で

は
な

い
。
 

な
お

，
米
国

で
は

，
当

然
違
法

の
原
則
を

維
持

す
る

１
．
Ｅ

Ｕ
で
は

，
再
販
売
価
格
維
持
行
為
は
，
競
争
を

制
限

す
る
こ

と
が
推
定
さ
れ
，
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
第

10
1

条
第

1
項
（

禁
止
規
定
）
に
該
当
す
る
と
推
定
さ
れ
る

（
欧

州
委

員
会

垂
直

的
制

限
に

関
す

る
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
 (
20
1
0/
C
 1
30
/
01
)）

パ
ラ
グ
ラ
フ

22
3。

以
下
「

Ｅ

Ｕ
ガ

イ
ド
ラ

イ
ン
」
と
い
う
。）
。
し
た
が
っ
て
，
再
販

売
価

格
維
持

行
為
に
つ
い
て
は
，
原
則
と
し
て
違
法
で

あ
る

。
 

た
だ

し
，
欧
州
委
員
会
が
個
別
事
案
の
調
査
を
し
た

場
合

に
，
事

業
者
が
，
当
該
行
為
が
以
下
の
４
つ
の
全

て
の

要
件
（

Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
第

10
1
条
第

3
項
）
を
満

た
す

も
の
で

あ
る
こ
と
を
十
分
に
説
明
し
，
欧
州
委
員

会
が

そ
れ
を

認
め
た
と
き
に
は
合
法
と
さ
れ
る
。
 

①
 

商
品

の
生

産
・

販
売

の
改

善
又

は
技

術
的

・

経
済

的
進

歩
の

促
進

に
役

立
つ

も
の

で
あ

る
こ

１
．
韓
国
で
は
，
再
販
売
価
格
維
持
行
為
の
う
ち
，

最
低
価
格
維
持
行
為
に
つ
い
て
は
，
従
来
，
競
争
制

限
性

や
非

公
正

性
に

つ
い

て
の

分
析

な
し

で
当

然

違
法
と
み
な
す
と
の
考
え
方
が
と
ら
れ
て
い
た
。
し

か
し
，
20

10
年
の
韓
米
薬
品
判
決
に
よ
り
，
結
果

と
し
て
消
費
者
の
厚
生
を
増
大
す
る
な
ど
，
正
当
な

理
由
が
あ
る
場
合
を
例
外
と
し
て
，
そ
れ
以
外
は
禁

止
さ
れ
る
と
さ
れ
た
。
正
当
な
理
由
に
つ
い
て
は
，

立
証
責
任
は
事
業
者
側
に
あ
る
と
し
，
価
格
以
外
の

サ
ー
ビ
ス
競
争
の
促
進
，
消
費
者
に
お
け
る
商
品
選

択
の
多
様
化
，
関
連
商
品
の
市
場
に
簡
単
に
ア
ク
セ

ス
で

き
る

よ
う

に
す

る
か

等
の

事
情

が
総

合
的

に

考
慮
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
 

一
方
，
最
高
価
格
維
持
行
為
に
つ
い
て
は
，
正
当

な
理
由
な
く
行
わ
れ
る
も
の
を
禁
止
し
て
い
る
。
正
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の
こ

と
で

あ
る

が
，

上
記

の
と

お
り

，
再

販
売

価

格
維

持
行

為
に

つ
い

て
は

,
行

為
が

な
さ

れ
た

だ

け
で

違
法

と
判

断
す

る
も

の
で

は
な

い
。

し
た

が

っ
て

，
日

本
で

は
，

本
設

問
の

「
原

則
違

法
の

原

則
」
は
採
用
し
て
い
な
い
。
 

 
な
お
，
流
通
・
取
引
慣
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で

は
，

「
メ

ー
カ

ー
が

流
通

業
者

の
販

売
価

格
（

再
販

売

価
格

）
を

拘
束

す
る

こ
と

は
，

原
則

と
し

て
不

公

正
な

取
引

方
法

に
該

当
し

，
違

法
と

な
る

」
と

記

載
し

て
い

る
と

こ
ろ

，
こ

れ
は

，
再

販
売

価
格

維

持
行
為
は
，
公
正
な
競
争
秩
序
維
持
の
観
点
か

ら
，

「
正

当
な

理
由

」
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

場
合

に

は
例

外
的

に
適

法
と

な
り

，
そ

れ
以

外
の

場
合

に

は
違

法
と

な
る

と
い

う
趣

旨
で

記
載

し
て

い
る

も

の
で

あ
り

，
本

設
問

に
お

け
る

「
原

則
違

法
の

原

則
」
と
は
異
な
る
。
 

 

州
も

あ
り

，
リ

ー
ジ
ン

判
決
の

考
え
方
の

枠
組

み
が

米

国
国

内
に
お

い
て
統

一
さ
れ

て
い
る

状
況

に
は

な
い

。
 

 

 

と
。
 

②
 

当
該

行
為

に
よ

っ
て

生
ず

る
利

益
が

消
費

者

に
等

し
く
行
き
渡
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

③
 

当
該

行
為

の
参

加
事

業
者

に
対

し
，

上
記

①

及
び

②
の

目
的

を
達

成
す

る
た

め
に

必
要

以
上

の
制

限
を
課
す
も
の
で
な
い
こ
と
。
 

④
 

当
該

行
為

の
対

象
商

品
の

実
質

的
な

部
分

に

つ
い

て
，

参
加

事
業

者
の

間
に

お
け

る
競

争
を

排
除

す
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。
 

し
か

し
な
が

ら
，
Ｅ
Ｕ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
，
再
販

売
価

格
維
持

行
為
が
，
上
記
要
件
の
全
て
を
満
た
す
可

能
性

は
低
い

と
推
定
さ
れ
る
と
し
て
い
る
（
パ
ラ
グ
ラ

フ
22
3）

。
 

こ
れ

ま
で

，
欧
州
委
員
会
が
事
業
者
か
ら
の
説
明
を

受
け

，
そ
れ

を
認
め
て
合
法
と
し
た
事
案
は
な
い
。
 

 

当
な
理
由
に
つ
い
て
は
，
競
争
制
限
効
果
と
効
率
性

増
大

効
果

・
消

費
者

厚
生

増
大

効
果

を
比

較
衡

量

し
，
効
率
性
増
大
効
果
・
消
費
者
厚
生
増
大
効
果
が

競
争

制
限

効
果

を
上

回
る

場
合

が
該

当
す

る
と

し

て
い
る
。
（
再
販
売
価
格
維
持
行
為
審
査
指
針
）
 

    

 
非

価
格

制
限

行
為

に
つ

い
て

も
，

競
争

者
を

排

除
す

る
こ

と
と

な
ら

な
い

か
ど

う
か

，
価

格
競

争

を
阻

害
す

る
こ

と
と

な
ら

な
い

か
ど

う
か

な
ど

，

市
場

に
お

け
る

公
正

な
競

争
秩

序
に

悪
影

響
を

及

ぼ
す

お
そ

れ
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

か
ど

う
か

を

判
断
す
る
。
し
た
が
っ
て
,「

当
然
違
法
」
も
「

原

則
違
法
の
原
則
」
も
採
用
し
て
い
な
い
。
 

 

 

米
国

で
は
，
非

価
格

制
限

行
為

に
つ
い
て

，
当

該
行

為
が

違
法
か

適
法
を

判
断
す

る
際
に

，
当

該
行

為
に

よ

る
競

争
促

進
効

果
と

競
争

制
限

効
果

と
を

比
較

衡
量

す
る

合
理
の

原
則
に

よ
り
判

断
さ
れ

る
。

 

  

Ｅ
Ｕ

で
は

，
加
盟
国
間
の
貿
易
に
影
響
を
及
ぼ
す
お

そ
れ

が
あ
り

，
か
つ
，
競
争
を
妨
害
，
制
限
又
は
歪
曲

す
る

垂
直
的

協
定
に
対
し
，
禁
止
規
定
が
適
用
さ
れ
る

と
こ

ろ
，
非

価
格
制
限
行
為
に
つ
い
て
は
，
当
該
行
為

に
よ

る
負
の

効
果
（
ne
g
at
i
ve

 e
f
fe
c
ts
。
例
：
他
の

競
争

者
の
締

め
出
し
，
価
格
の
上
昇
等
）
と
正
の
効
果

（
po
si
t
iv
e
 e
f
fe
c
ts
。
例
：
サ
ー
ビ
ス
等
の
向
上
）

と
を

比
較
衡

量
し
，
違
法
性
が
判
断
さ
れ
る
。
 

 

韓
国
で
は
，
非
価
格
制
限
行
為
（
そ
の
他
の
取
引

拒
絶
，
排
他
条
件
付
取
引
及
び
取
引
地
域
又
は
取
引

相
手
方
の
制
限
）
に
つ
い
て
は
，
「
不
当
に
」
を
要

件
と
す
る
行
為
類
型
と
し
て
，
原
則
と
し
て
競
争
制

限
性
・
非
公
正
性
(u
nf
a
ir
n
es
s
)と

効
率
性
増
大
効

果
・
消
費
者
厚
生
増
大
効
果
な
ど
を
比
較
衡
量
し
て

競
争
制
限
性
・
非
公
正
性
の
効
果
が
よ
り
大
き
い
場

合
に
違
法
な
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。（

不
公
正
取
引

方
法
の
審
査
指
針
）
 

 

2
.
違

反
要

件
の

要
素

に
，
反

競
争

性
（

市
場

支
配

的
状

態
の

形

成
・
維
持
・
強
化
）
を

必
要

と
し
て

い
る
か

。

そ
の

場
合
，
対
象

と
な

る
制

限
行
為

は
。
 

 

２
．

垂
直

的
制

限
行

為
に

つ
い

て
は

，
通

常
，

不

公
正

な
取

引
方

法
と

し
て

独
占

禁
止

法
で

規
制

さ

れ
，

不
公

正
な

取
引

方
法

に
つ

い
て

は
，

違
反

要

件
の

要
素

と
し

て
市

場
支

配
的

状
態

の
形

成
・

維

持
・

強
化

ま
で

必
要

と
さ

れ
て

い
な

い
が

，
公

正

な
競

争
を

阻
害

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

と
認

め
ら

れ

る
場

合
，

つ
ま

り
，

市
場

に
お

け
る

公
正

な
競

争

秩
序

に
悪

影
響

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
が

あ
る

と
認

め

ら
れ
る
場
合
に
，
違
法
と
な
る
。
 

な
お

，
独

占
禁

止
法

第
３

条
（

前
段

）
で

は
，

事
業

者
が

他
の

事
業

者
の

事
業

活
動

を
排

除
し

,

又
は

支
配

す
る

こ
と

に
よ

り
,
一

定
の

取
引

分
野

に
お

け
る

競
争

を
実

質
的

に
制

限
す

る
行

為
を

私

的
独
占
と
し
て
禁
止
し
て
い
る
と
こ
ろ
,「

一
定

の

２
．
垂

直
的
制

限
行
為

に
つ
い

て
は

，
通

常
，
シ

ャ
ー

マ
ン

法
第

1
条

又
は
連

邦
取
引

委
員
会
法

第
５

条
で

規

制
さ

れ
，
い

ず
れ
に

お
い

て
も

，
違
反
要

件
の

要
素

と

し
て

市
場
支

配
的
状

態
の
形

成
・
維
持
・
強

化
を
必

要

と
し

て
い
な

い
。
 

な
お

，
シ
ャ

ー
マ
ン

法
第

２
条

で
は
，
州

間
の

又
は

外
国

と
の
取

引
を
独

占
し

，
独

占
を
企
図

し
，
又
は

独

占
す

る
目
的

を
持
っ

て
他
の

者
と
結

合
・
共

謀
す

る
こ

と
が

禁
止
さ

れ
て
お

り
，
一
定

の
市
場
に

お
い

て
，
意

図
的

に
独
占

力
（
価

格
を

支
配

し
，
競
争

を
排

除
し

得

る
力

）
を
取

得
し

，
又

は
維
持

す
る
こ
と

を
規

制
し

て

い
る

。
こ
の

よ
う
に

，
シ
ャ

ー
マ
ン

法
第

２
条

で
は

，

違
反

要
件

の
要

素
と

し
て

市
場

支
配

的
状

態
の

形

成
・

維
持
・

強
化
を

必
要
と

し
て
い

る
。

 

２
．
垂

直
的
制
限
行
為
に
つ
い
て
は
，
通
常
，
Ｅ
Ｕ
機

能
条

約
第

10
1
条
第

1
項
で
規
制
さ
れ
，
同
項
で
は
, 

違
反

要
件

の
要

素
と

し
て

市
場

支
配

的
状

態
の

形

成
・

維
持
・

強
化
を
必
要
と
し
て
い
な
い
。
 

な
お

，
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
第

10
2
条
で
は
，
域
内
市
場

又
は

そ
の

実
質

的
部

分
に

お
け

る
支

配
的

地
位

を
濫

用
す

る
一
以

上
の
事
業
者
の
行
為
が
，
そ
れ
に
よ
っ
て

加
盟

国
間

の
取

引
が

悪
影

響
を

受
け

る
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
を
規

制
し
て
い
る
。
こ
の
市
場
支
配
的
地
位
の

濫
用

規
制
で

は
，
違
反
要
件
の
要
素
と
し
て
市
場
支
配

的
地

位
の
維

持
・
強
化
を
必
要
と
し
て
い
る
。
 

  

２
．
垂
直
的
制
限
行
為
に
つ
い
て
は
，
通
常
，
独
占

規
制
及
び
公
正
取
引
に
関
す
る
法
律
第

2
3
条
第

1

項
・
2
項
又
は
同
法
第

29
条
第

1
項
で
規
制

さ
れ
，

同
項
で
は
，
違
反
要
件
の
要
素
と
し
て
市
場
支
配
的

状
態
の
形
成
・
維
持
・
強
化
を
必
要
と
し
て
い
な
い
。 

な
お
，
独
占
規
制
及
び
公
正
取
引
に
関
す
る
法
律

第
3
条
の

2
で
は
，
市
場
支
配
的
地
位
の
濫
用
の
禁

止
と
し
て
，
市
場
支
配
的
事
業
者
が
，
価
格
の
不
当

な
決
定
，
維
持
又
は
変
更
等
を
行
う
こ
と
を
禁
止
し

て
い

る
と

こ
ろ

，
「

市
場

支
配

的
事

業
者

」
と

は
，

「
一

定
の

取
引

分
野

に
お

け
る

供
給

者
ま

た
は

需

要
者
で
あ
っ
て
，
単
独
で
又
は
他
の
事
業
者
と
と
も

に
，
商
品
又
は
役
務
の
価
格
，
数
量
，
品
質
そ
の
他

取
引
条
件
を
決
定
し
，
維
持
し
又
は
変
更
す
る
こ
と

23



取
引

分
野

に
お

け
る

競
争

を
実

質
的

に
制

限
す

る

こ
と
」
と
は
，「

市
場
支
配
的
状
態
の
形
成
・
維
持

・

強
化

」
と

さ
れ

て
い

る
。

こ
の

よ
う

に
，

私
的

独

占
で

は
，

違
反

行
為

の
要

素
と

し
て

市
場

支
配

的

状
態
の
形
成
・
維
持
・
強
化
を
必
要
と
し
て
い

る
。 

 
が

で
き

る
市

場
支

配
的

地
位

を
有

す
る

事
業

者
」

（
同
法
第

2
条
第

7
項
）
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
市

場
支
配
的
地
位
の
濫
用
規
制
で
は
，
違
反
要
件
の
要

素
と
し
て
市
場
支
配
的
地
位
の
維
持
・
強
化
を
必
要

と
し
て
い
る
。
 

 

3
.
違

反
要

件
の

要
素

に
，
競
争

促
進
効

果
を

考
慮

し
て
い

る
か
。
そ

の
場

合
の
範

囲
は
。
 

  

３
．

再
販

売
価

格
維

持
行

為
に

つ
い

て
，

最
高

裁

判
決

で
は

「
再

販
売

価
格

維
持

行
為

に
よ

り
，

行

為
者

と
そ

の
競

争
者

と
の

間
に

お
け

る
競

争
関

係

が
強

化
さ

れ
る

と
し

て
も

，
そ

れ
が

，
必

ず
し

も

相
手

方
た

る
当

該
商

品
の

販
売

業
者

間
に

お
い

て

自
由

な
価

格
競

争
が

行
わ

れ
た

場
合

と
同

様
な

経

済
上

の
効

果
を

も
た

ら
す

も
の

で
な

い
以

上
，

競

争
阻

害
性

の
あ

る
こ

と
を

否
定

す
る

こ
と

は
で

き

な
い

と
い

う
べ

き
で

あ
る

。
」
（

和
光

堂
（

株
）

に

よ
る

審
決

取
消

訴
訟

事
件

最
高

裁
判

所
判

決
。

昭

和
46

年
（
行
ツ
）
第

82
号
。）

と
し
て
い
る

。
当

該
判

決
の

趣
旨

か
ら

す
れ

ば
，

メ
ー

カ
ー

の
ブ

ラ

ン
ド

間
競

争
に

よ
る

小
売

業
者

間
の

競
争

促
進

効

果
が

，
ブ

ラ
ン

ド
内

競
争

を
制

限
す

る
こ

と
に

よ

る
小

売
業

者
間

の
競

争
制

限
効

果
を

上
回

り
，

小

売
業
者
間
の
競
争
が
促
進
さ
れ
る
場
合
に
は
，「

正

当
な

理
由

」
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

余
地

が
あ

る

と
考
え
ら
れ
る
。
 

  

３
．
米

国
で
は

，
垂

直
的
制

限
行
為

に
つ

い
て

，
合
理

の
原

則
を
採

用
し
て

い
る
。
 

合
理

の
原
則

と
は
，
米

国
の
判

例
法
上
，
違

法
か
適

法
か

を
判

断
す

る
際

に
当

該
行

為
に

よ
る

競
争

促
進

効
果

と
競

争
制

限
効

果
と

を
比

較
衡

量
す

る
考

え
方

で
あ

り
，
競
争

促
進
効

果
が
あ

れ
ば
合
法

と
さ

れ
る

と

い
う

考
え
方

で
は
な

く
，
競
争

促
進
効
果

が
競

争
制

限

効
果

を
上
回

る
場
合

に
合
法

と
さ
れ

る
も

の
で

あ
る

。
 

な
お

，
米
国

で
は

，
再

販
売
価

格
維
持
行

為
に

つ
い

て
，
当

然
違

法
の
原

則
を

維
持

す
る
州
も

あ
り

，
リ

ー

ジ
ン

判
決

の
考

え
方

の
枠

組
み

が
米

国
国

内
に

お
い

て
統

一
さ
れ

て
い
る

状
況
に

は
な
い

。
 

  

３
．
Ｅ

Ｕ
で
は
，
再
販
売
価
格
維
持
行
為
は
，
競
争
を

制
限

す
る
こ

と
が
推
定
さ
れ
，
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
第

10
1

条
第

1
項
（

禁
止
規
定
）
に
該
当
す
る
と
推
定
さ
れ
る

（
Ｅ

Ｕ
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
パ
ラ
グ
ラ
フ

22
3）
。
し
た
が
っ

て
，
再

販
売

価
格
維
持
行
為
に
つ
い
て
は
，
原
則
と
し

て
違

法
で
あ

る
。
 

た
だ

し
，
欧
州
委
員
会
が
個
別
事
案
の
調
査
を
し
た

場
合

に
，
事

業
者
が
，
当
該
行
為
が
以
下
の
４
つ
の
全

て
の

要
件
（

Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
第

10
1
条
第

3
項
）
を
満

た
す

も
の
で

あ
る
こ
と
を
十
分
に
説
明
し
，
欧
州
委
員

会
が

そ
れ
を

認
め
た
と
き
に
は
合
法
と
さ
れ
る
。
 

①
 

商
品

の
生

産
・

販
売

の
改

善
又

は
技

術
的

・

経
済

的
進

歩
の

促
進

に
役

立
つ

も
の

で
あ

る
こ

と
。
 

②
 

当
該

行
為

に
よ

っ
て

生
ず

る
利

益
が

消
費

者

に
等

し
く
行
き
渡
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

③
 

当
該

行
為

の
参

加
事

業
者

に
対

し
，

上
記

①

及
び

②
の

目
的

を
達

成
す

る
た

め
に

必
要

以
上

の
制

限
を
課
す
も
の
で
な
い
こ
と
。
 

④
 

当
該

行
為

の
対

象
商

品
の

実
質

的
な

部
分

に

つ
い

て
，

参
加

事
業

者
の

間
に

お
け

る
競

争
を

排
除

す
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。
 

し
か

し
な
が

ら
，
Ｅ
Ｕ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
，
再
販

売
価

格
維
持

行
為
が
，
上
記
要
件
の
全
て
を
満
た
す
可

能
性

は
低
い

と
推
定
さ
れ
る
と
し
て
い
る
（
パ
ラ
グ
ラ

フ
22
3）

。
 

こ
れ

ま
で

，
欧
州
委
員
会
が
事
業
者
か
ら
の
説
明
を

受
け

，
そ
れ

を
認
め
て
合
法
と
し
た
事
案
は
な
い
。
 

ま
た

，
Ｅ
Ｕ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
，
再
販
売
価
格
維

持
行

為
に
お

け
る
正
の
効
果
を
説
明
す
る
前
に
，
次
の

よ
う

な
負

の
効

果
を

説
明

し
て

い
る

（
パ

ラ
グ

ラ
フ

2
24
）
。
 

第
一

に
，
供
給
者
間
の
共
謀
を
助
長
す
る
。
 

第
二

に
，

当
該

商
品

の
買

手
間

に
お

け
る

販
売

段

階
で

の
共
謀
を
助
長
す
る
。
 

３
．
韓
国
で
は
，
再
販
売
価
格
維
持
行
為
は
，
最
低

価
格
維
持
行
為
に
つ
い
て
，
結
果
と
し
て
消
費
者
の

厚
生
を
増
大
す
る
な
ど
，
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合

を
例
外
と
し
て
，
そ
れ
以
外
は
禁
止
さ
れ
る
。
正
当

な
理
由
に
つ
い
て
は
，
立
証
責
任
は
事
業
者
側
に
あ

る
と
し
，
価
格
以
外
の
サ
ー
ビ
ス
競
争
の
促
進
，
消

費
者
に
お
け
る
商
品
選
択
の
多
様
化
，
関
連
商
品
の

市
場

に
簡

単
に

ア
ク

セ
ス

で
き

る
よ

う
に

す
る

か

等
の
事
情
が
総
合
的
に
考
慮
さ
れ
る
。
 

た
だ
し
，
最
高
価
格
維
持
行
為
で
は
，
正
当
な
理

由
の

有
無

に
よ

り
違

法
性

を
判

断
す

る
も

の
で

あ

り
，
正
当
な
理
由
の
判
断
に
お
い
て
は
，
競
争
制
限

効
果
と
効
率
性
増
大
効
果
・
消
費
者
厚
生
増
大
効
果

と
を
比
較
衡
量
し
，
効
率
性
増
大
効
果
・
消
費
者
厚

生
増

大
効

果
が

競
争

制
限

効
果

を
上

回
る

場
合

に

合
法
と
さ
れ
る
。（

再
販
売
価
格
維
持
行
為
審
査
指

針
）
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第
三

に
，

製
造

業
者

の
多

く
が

，
同

一
の

流
通

業

者
に

販
売

し
て

い
る

場
合

や
，

製
造

業
者

の
多

く
が

流
通

業
者

に
対

し
て

再
販

売
価

格
維

持
を

さ
せ

る
場

合
に

は
，

製
造

業
者

間
，

小
売

業
者

間
の

競
争
が
減
退
す
る
。
 

第
四

に
，
流
通
業
者
が
価
格
を
引
き
下
げ
ら
れ
ず
，

価
格

が
上
昇
す
る
。
 

第
五

に
，

製
造

業
者

に
対

す
る

価
格

引
下

げ
圧

力

が
弱

ま
る
。
 

第
六

に
，

再
販

売
価

格
維

持
行

為
に

よ
っ

て
販

売

業
者

の
得

る
利

幅
が

多
く

な
れ

ば
，

販
売

業
者

は
，

当
該

製
造

業
者

の
競

争
相

手
で

あ
る

小
規

模
な

製
造

業
者

の
商

品
を

顧
客

に
推

奨
し

な
く

な
る

可
能

性
が

あ
る

の
で

，
大

規
模

な
製

造
業

者
が

，
競

争
相

手
で

あ
る

小
規

模
な

製
造

業
者

を
締

め
出

す
た

め
に

用
い

ら
れ

る
可

能
性

が
あ

る
。
 

第
七

に
，

販
売

段
階

に
お

け
る

ダ
イ

ナ
ミ

ズ
ム

，

イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
を
低
下
さ
せ
る
。
 

 
そ

の
上
で

，
再
販
売
価
格
維
持
行
為
は
，
次
の
よ
う

な
場

合
に

効
率

性
の

向
上

に
つ

な
が

り
得

る
と

し
て

い
る

（
パ
ラ

グ
ラ
フ

22
5）
。
 

・
 

製
造

業
者

が
新

製
品

を
投

入
す

る
際

に
，

販

売
業

者
の

販
売

努
力

を
高

め
る

手
段

を
提

供
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
，

新
製

品
の

導
入

を
促

し
，

当
該

商
品

の
需

要
全

体
を

拡
大

さ
せ

，
消

費
者

の
利

益
と
な
る
場
合
 

・
 

フ
ラ

ン
チ

ャ
イ

ズ
制

の
下

で
，

消
費

者
に

利

益
に

な
る

よ
う

な
短

期
的

な
低

価
格

キ
ャ

ン
ペ

ー
ン

を
行
う
た
め
に
必
要
な
場
合
 

・
 

複
雑

な
製

品
に

つ
い

て
，

顧
客

が
，

商
品

の

購
入

前
に

商
品

選
択

の
た

め
に

，
当

該
商

品
の

説
明

等
の

サ
ー

ビ
ス

（
高

水
準

の
サ

ー
ビ

ス
）

を
提

供
す

る
小

売
業

者
か

ら
説

明
を

受
け

る
も

の
の

，
そ

の
よ

う
な

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
し

て
い

な
い

低
価

格
で

当
該

商
品

を
提

供
す

る
小

売
業

者
か

ら
購

入
す

る
た

め
，

高
水

準
の

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
し

て
い

る
小

売
業

者
が

，
高

水
準

の
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

を
や

め
て

し
ま

う
可

能
性

が
あ

る
場

合
（
た
だ
乗
り
防
止
）
 

し
か

し
な
が

ら
，
事
業
者
は
，
上
記
の
よ
う
な
場
合
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に
お

い
て

，
再
販
売
価
格
維
持
行
為
が
上
記
①
～
④
の

４
つ

の
全

て
の

要
件

を
満

た
す

も
の

で
あ

る
こ

と
を

証
明

す
る
中

で
，
再
販
売
価
格
維
持
行
為
が
た
だ
乗
り

を
防

止
す
る

た
め
の
手
段
だ
け
で
は
な
く
，
イ
ン
セ
ン

テ
ィ

ブ
も
提

供
し
，
か
つ
，
商
品
の
販
売
前
の
サ
ー
ビ

ス
（

高
水

準
の

サ
ー
ビ
ス
）
が
，
全
体
と
し
て
消
費
者

の
利

益
と

な
る

こ
と

を
説

得
力

を
も

っ
て

証
明

し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い
と
し
て
い
る
（
パ
ラ
グ
ラ
フ

22
5）
。
 

  

 
非

価
格

制
限

行
為

に
つ

い
て

は
，

競
争

者
を

排

除
す

る
こ

と
と

な
ら

な
い

か
ど

う
か

，
価

格
競

争

を
阻

害
す

る
こ

と
と

な
ら

な
い

か
ど

う
か

な
ど

，

市
場

に
お

け
る

公
正

な
競

争
秩

序
に

悪
影

響
を

及

ぼ
す

お
そ

れ
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

か
ど

う
か

を

判
断

す
る

。
価

格
競

争
を

阻
害

す
る

こ
と

と
な

る

か
ど

う
か

は
，

以
下

の
事

項
を

総
合

的
に

判
断

す

る
こ

と
と

し
て

お
り

，
競

争
促

進
効

果
に

つ
い

て

考
慮
す
べ
き
事
情
が
あ
れ
ば
，
そ
れ
も
考
慮
す

る
。 

①
 
対

象
商
品

を
め
ぐ

る
ブ

ラ
ン
ド

間
競

争
の

状
況
（

市
場

集
中
度

，
商

品
特

性
，
製

品
差

別
化
の

程
度

，
流
通

経
路

，
新

規
参
入

の
難

易
性
等
）
 

②
 

対
象

商
品

の
ブ

ラ
ン

ド
内

競
争

の
状

況

（
価
格

の
バ

ラ
ツ
キ

の
状

況
，

当
該
商
品

を

取
り
扱
っ
て
い
る
流
通
業
者
の
業
態
等
）

 

③
 
制

限
の
対

象
と
な

る
流

通
業
者

の
数

及
び

市
場
に
お
け
る
地
位
 

④
 
当

該
制
限

が
流
通

業
者

の
事
業

活
動

に
及

ぼ
す
影
響
（
制
限
の
程
度
・
態
様
等
）
 

 

 
 

Ｅ
Ｕ

で
は

，
非
価
格
制
限
行
為
の
違
法
性
を
検
討
す

る
に

当
た
り

，
当
該
行
為
に
よ
る
負
の
効
果
と
正
の
効

果
と

を
考
慮

し
，
違
法
と
な
る
か
，
適
法
と
な
る
か
を

判
断

す
る
。
 

 
ま

た
，
禁

止
規
定
（
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
第

10
1
条
第
１

項
）
に

該
当

す
る
か
否
か
を
評
価
す
る
際
に
は
，
以
下

の
要

素
を
考

慮
し
て
い
る
。
 

 
(a
）

契
約

の
性
質
 

 
(b
) 
当

事
者

の
市
場
に
お
け
る
地
位
 

 
(c
) 
競

争
者

の
市
場
に
お
け
る
地
位
 

 
(d
) 
当

該
商

品
の
購
入
者
の
市
場
に
お
け
る
地
位
 

 
(e
) 
参

入
障
壁
 

 
(f
) 
市

場
の
成
熟
度
 

 
(g
) 
取

引
段
階
 

 
(h
) 
商

品
の
性
質
 

 
(i
) 
そ

の
他

の
要
素
 

（
パ

ラ
グ
ラ

フ
11
1）

 

 
韓
国
で
は
，
非
価
格
制
限
行
為
（
そ
の
他
の
取
引

拒
絶
，
排
他
条
件
付
取
引
及
び
取
引
地
域
又
は
取
引

相
手
方
の
制
限
）
に
つ
い
て
は
，
「
不
当
に
」
を
要

件
と
す
る
行
為
類
型
と
し
て
，
原
則
と
し
て
競
争
制

限
性
・
非
公
正
性
と
効
率
性
増
大
効
果
・
消
費
者
厚

生
増

大
効

果
な

ど
を

比
較

衡
量

し
て

効
率

性
増

大

効
果
・
消
費
者
厚
生
増
大
効
果
が
競
争
制
限
効
果
を

上
回
る
場
合
に
合
法
と
さ
れ
る
。
（
不
公
正
取
引
方

法
の
審
査
指
針
）
 

4
. 
審

判
手

続
や

取
消

訴
訟

に
お

け
る

立
証

責
任

に
つ

い
て

の
考

え
方

は
。
 

４
．

独
占

禁
止

法
に

違
反

す
る

行
為

に
つ

い
て

の

立
証
責
任
は
，
公
正
取
引
委
員
会
に
あ
る
。
 

 

４
．
シ

ャ
ー
マ

ン
法
第

1
条
に

違
反
す
る

行
為

に
つ

い

て
の

立
証
責

任
は
，

司
法
省

（
Ｄ
Ｏ

Ｊ
）

に
あ

る
。
 

 
連

邦
取
引

委
員
会

法
第

5
条

に
違
反
す

る
行

為
の

立

証
責

任
は
，

連
邦
取

引
委
員

会
（
Ｆ

Ｔ
Ｃ

）
に

あ
る

。
 

４
．
Ｅ

Ｕ
機
能

条
約
第

10
1
条
第

1
項
に
違
反
す
る
行

為
に

つ
い
て

の
立
証
責
任
は
，
欧
州
委
員
会
に
あ
る
。
 

４
．
独
占
規
制
及
び
公
正
取
引
に
関
す
る
法
律
に
違

反
す
る
行
為
に
つ
い
て
の
立
証
責
任
は
，
韓
国
公
正

取
引
委
員
会
に
あ
る
。
 

③
 

適
法

な
も

の
と

し
て

事
業

者
が

取
り

得
る

手
段

は
明

確
に

な
っ

て
い
る

か
。
 

1
.
セ

ー
フ

ハ
ー

バ
ー

は
あ

る
か

。
そ

の
範

囲
・

要
件
は

。
 

１
．

再
販

売
価

格
維

持
行

為
に

関
し

，
セ

ー
フ

ハ

ー
バ
ー
に
該
当
す
る
も
の
は
な
い
。
 

 

 

１
．
米

国
司
法

省
（

Ｄ
Ｏ

Ｊ
）
，
連
邦

取
引

委
員

会
（
Ｆ

Ｔ
Ｃ

）
又
は

こ
れ
ま

で
の

判
決

に
お
い
て

，
再

販
売

価

格
維

持
行
為

及
び
非

価
格
制

限
行
為

に
関

し
，
セ

ー
フ

ハ
ー

バ
ー
に

該
当
す

る
も
の

は
示
さ

れ
て

い
な

い
。
 

  

１
．
Ｅ

Ｕ
で
は
，
再
販
売
価
格
維
持
行
為
に
関
し
，
セ

ー
フ

ハ
ー
バ

ー
に
該
当
す
る
も
の
は
な
い
。
 

   

１
．
韓
国
で
は
，
再
販
売
価
格
維
持
行
為
に
関
し
，

セ
ー
フ
ハ
ー
バ
ー
に
該
当
す
る
も
の
は
な
い
。
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非

価
格

制
限

行
為

に
つ

い
て

は
，

競
争

者
を

排

除
す

る
こ

と
と

な
ら

な
い

か
ど

う
か

や
，

価
格

競

争
を

阻
害

す
る

こ
と

と
な

ら
な

い
か

ど
う

か
な

ど
，

市
場

に
お

け
る

公
正

な
競

争
秩

序
に

悪
影

響

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

か
ど

う

か
を
判
断
す
る
。
こ
の
た
め
,非

価
格
制
限
行

為
に

よ
り

，
競

争
者

を
排

除
す

る
こ

と
と

な
ら

ず
，

価

格
競

争
も

阻
害

す
る

こ
と

と
な

ら
な

い
場

合
に

は
，

市
場

シ
ェ

ア
に

か
か

わ
ら

ず
，

違
法

と
は

な

ら
な
い
。
 

流
通

・
取

引
慣

行
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
で

は
，

①
競

争
品

の
取

扱
い

を
制

限
す

る
場

合
と

②
販

売
地

域

に
つ

い
て

厳
格

な
制

限
を

課
す

場
合

に
つ

い
て

，

メ
ー
カ
ー
（
売
手
）
の
市
場
シ
ェ
ア
が

10
％
未

満

で
あ
り
，
か
つ
，
そ
の
順
位
が
上
位

4
位
以
下

で

あ
る

事
業

者
が

行
う

も
の

に
つ

い
て

は
，

通
常

，

違
法
と
は
な
ら
な
い
旨
記
載
し
て
い
る
。
 

Ｅ
Ｕ
で
は
，
メ
ー
カ
ー
（
売
手
）
だ
け
で

な
く
，

流
通

業
者

（
買

手
）

の
市

場
シ

ェ
ア

も
み

る
こ

と

と
な

っ
て

い
る

と
こ

ろ
，

上
記

の
よ

う
に

，
日

本

で
は

，
流

通
業

者
（

買
手

）
の

市
場

シ
ェ

ア
は

み

て
お

ら
ず

，
メ

ー
カ

ー
（

売
手

）
の

市
場

シ
ェ

ア

の
み

を
み

る
こ

と
と

し
て

い
る

。
し

た
が

っ
て

，

日
本

で
は

，
流

通
業

者
（

買
手

）
の

合
計

市
場

シ

ェ
ア
が
非
常
に
大
き
い
場
合
で
も
，
メ
ー
カ
ー
（
売

手
）
の
市
場
シ
ェ
ア
が

10
％
未
満
で
，
そ
の

順
位

が
上

位
４

位
以

下
で

あ
れ

ば
，

通
常

，
違

法
と

は

な
ら

な
い

。
し

か
し

こ
の

よ
う

な
場

合
,
Ｅ

Ｕ
で

は
，
セ
ー
フ
ハ
ー
バ
ー
の
対
象
と
は
な
ら
な

い
。
 

 

 
Ｅ

Ｕ
で

は
，

価
格
維
持
行
為
や
買
手
の
販
売
地
域
・

顧
客

の
制
限

行
為
な
ど
，
ハ
ー
ド
コ
ア
制
限
行
為
に
該

当
す

る
も
の

は
，
セ
ー
フ
ハ
ー
バ
ー
の
対
象
と
な
ら
な

い
。
 

 
 Ｅ

Ｕ
で

は
，
ハ
ー
ド
コ
ア
制
限
行
為
に
当
た
ら
な
い

垂
直

的
制
限

行
為
に
つ
い
て
は
，
日
本
と
異
な
り
，
売

手
の

市
場
シ

ェ
ア
だ
け
で
は
な
く
，
買
手
の
市
場
シ
ェ

ア
も

み
る
こ

と
と
さ
れ
，
売
手
と
買
手
の
市
場
シ
ェ
ア

が
い

ず
れ
も

30
％
以
下
で
あ
る
場
合
に
は
，
セ
ー
フ
ハ

ー
バ

ー
の
対

象
と
な
る
。
こ
の
た
め
，
メ
ー
カ
ー
（
売

手
）

の
市

場
シ

ェ
ア

が
30
％

以
下

で
あ

っ
た

と
し

て

も
，
当

該
商
品
の
買
手
で
あ
る
流
通
業
者
の
シ
ェ
ア
の

合
計

が
30
％

を
超
え
れ
ば
，
セ
ー
フ
ハ
ー
バ
ー
の
対
象

と
は

な
ら
な

い
。
し
た
が
っ
て
，
例
え
ば
，
売
手
で
あ

る
家

電
メ

ー
カ

ー
の
シ

ェ
ア

が
30
％
以

下
で

あ
っ
た

と
し

て
も

，
当
該
商
品
を
購
入
し
て
い
る
家
電
量
販
店

の
シ

ェ
ア
の

合
計
が

30
％
を
超
え
れ
ば
，
Ｅ
Ｕ
の
セ
ー

フ
ハ

ー
バ
ー

の
対
象
に
は
な
ら
な
い
。
 

  

韓
国
で
は
，
非
価
格
制
限
行
為
（
そ
の
他
の
取
引

拒
絶
，
排
他
条
件
付
取
引
及
び
取
引
地
域
又
は
取
引

相
手
方
の
制
限
）
に
つ
い
て
は
，
「
不
当
に
」
を
要

件
と
す
る
行
為
類
型
と
し
て
，
当
該
行
為
を
し
た
事

業
者

の
市

場
占

有
率

が
10
%
未

満
で

あ
る

場
合

に

は
，
当
該
市
場
に
お
け
る
競
争
制
限
効
果
が
微
小
で

あ
る
と
み
な
し
て
，
原
則
と
し
て
審
査
免
除
対
象
に

す
る
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
，
市
場
占
有
率
算
定
が

事
実
上
不
可
能
で
あ
っ
た
り
，
著
し
く
困
難
な
場
合

に
は
，
当
該
事
業
者
の
年
間
売
上
額
が

2
0
億
ウ
ォ

ン
（
約

19
00

万
円
，
平
成

26
年

3
月
時
点

）
未
満

の
場
合
を
審
査
免
除
対
象
に
す
る
と
し
て
い
る
。
 

 
な
お
，
上
記
の
セ
ー
フ
ハ
ー
バ
ー
に
該
当
す
る
事

業
者
の
行
為
で
も
，
韓
国
公
正
取
引
委
員
会
が
独
占

規
制

及
び

公
正

取
引

に
関

す
る

法
律

の
適

用
の

た

め
の

審
査

を
開

始
で

き
な

い
と

い
う

こ
と

で
は

な

い
。
ま
た
，
セ
ー
フ
ハ
ー
バ
ー
に
該
当
し
な
い
事
業

者
の

行
為

だ
か

ら
と

い
っ

て
自

動
的

に
違

法
性

が

推
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
 

（
不
公
正
取
引
行
為
の
審
査
基
準
）
 

 

2
.
選

択
的

流
通

制
度

な
ど

非
価

格
制

限
行

為
の

中
で

適
法

と
な

る
行

為
は

明
確

化
さ

れ
て

い
る
か

。
 

２
．

選
択

的
流

通
制

度
と

は
，

欧
州

委
員

会
規

則

3
30
/
20
1
0

号
に

お
い

て
定

義
さ

れ
て

い
る

概
念

で
，

売
手

が
，

一
定

の
基

準
に

基
づ

き
選

択
し

た

流
通

業
者

に
の

み
，

直
接

又
は

間
接

的
に

商
品

や

サ
ー

ビ
ス

を
販

売
す

る
流

通
制

度
で

あ
り

，
一

定

の
基

準
に

基
づ

き
選

択
さ

れ
た

流
通

業
者

は
，

売

手
が

決
め

た
地

域
に

お
い

て
は

，
認

定
さ

れ
て

い

な
い

流
通

業
者

に
対

し
て

は
，

当
該

商
品

や
サ

ー

ビ
ス

を
提

供
し

な
い

義
務

を
負

う
も

の
と

さ
れ

て

い
る

。
そ

し
て

，
一

定
の

要
件

を
満

た
す

選
択

的

流
通

制
度

は
，

適
法

と
さ

れ
て

い
る

（
右

記
Ｅ

Ｕ

２
．
米

国
で

は
，
合
理

の
原
則

に
よ
っ
て

違
法

性
が

判

断
さ

れ
て
お

り
，
選
択

的
流
通

制
度
が
適

法
で

あ
る

こ

と
は

明
確
化

さ
れ
て

い
な
い

。
 

２
．

選
択

的
流

通
制

度
と

は
，

欧
州

委
員

会
規

則

3
30
/
20
10

号
に

お
い
て
定
義
さ
れ
て
い
る
概
念
で
，
売

手
が

，
一

定
の

基
準
に
基
づ
き
選
択
し
た
流
通
業
者
に

の
み

，
直

接
又

は
間
接
的
に
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
を
販
売

す
る

流
通
制

度
で
あ
り
，
一
定
の
基
準
に
基
づ
き
選
択

さ
れ

た
流
通

業
者
は
，
売
手
が
決
め
た
地
域
に
お
い
て

は
，
認

定
さ

れ
て
い
な
い
流
通
業
者
に
対
し
て
は
，
当

該
商

品
や

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
し

な
い

義
務

を
負

う
も

の
と

さ
れ
て

い
る
。
 

Ｅ
Ｕ

ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
で
は
，
選
択
的
流
通
制
度
に
つ

い
て

，
売

手
と
買
手
の
市
場
シ
ェ
ア
が
い
ず
れ
も

30
％

２
．
韓
国
で
は
，
原
則
と
し
て
競
争
制
限
性
・
非
公

正
性
(u
n
fa
i
rn
e
ss
)と

効
率
性
増
大
効
果
・
消
費
者

厚
生

増
大

効
果

な
ど

を
比

較
衡

量
し

て
判

断
さ

れ

て
い
る
が
，
選
択
的
流
通
制
度
が
適
法
で
あ
る
こ
と

は
明
確
化
さ
れ
て
い
な
い
。
（
不
公
正
な
取
引
方
法

の
審
査
指
針
）
 

27



の
欄
参
照
）
。
 

流
通

・
取

引
慣

行
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
で

は
，

非
価

格
制

限
行

為
に

つ
い

て
，

競
争

者
が

排
除

さ
れ

た

り
，

価
格

競
争

が
阻

害
さ

れ
た

り
す

る
場

合
に

は

違
法

と
な

る
旨

明
記

し
て

い
る

。
Ｅ

Ｕ
で

適
法

性

の
要

件
を

満
た

す
選

択
的

流
通

制
度

に
つ

い
て

言

え
ば

，
競

争
者

を
排

除
す

る
こ

と
と

は
な

ら
ず

，

価
格

競
争

を
阻

害
す

る
こ

と
と

は
な

ら
な

い
と

考

え
ら

れ
る

こ
と

か
ら

，
流

通
・

取
引

慣
行

ガ
イ

ド

ラ
イ

ン
に

照
ら

し
て

も
問

題
と

な
る

も
の

で
は

な

い
。
 

な
お

，
売

手
の

過
半

が
選

択
的

流
通

制
度

を
導

入
す

る
こ

と
に

よ
る

累
積

的
効

果
が

生
ず

る
場

合
，

Ｅ
Ｕ

で
適

法
性

の
要

件
を

満
た

す
可

能
性

が

低
い
こ
と
に
つ
き
，
右
記
Ｅ
Ｕ
の
欄
参
照
。
 

以
下

で
あ
る

場
合
に
は
，
セ
ー
フ
ハ
ー
バ
ー
の
対
象
と

な
る

旨
記
載

さ
れ
て
い
る
（
パ
ラ
グ
ラ
フ

17
6）
。
 

ま
た

，
同

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
，
セ
ー
フ
ハ
ー
バ
ー

に
該

当
し
な

い
場
合
，
違
反
と
な
ら
な
い
た
め
に
は
以

下
の

三
つ

の
要

件
を

満
た

す
こ

と
が

条
件

と
な

る
と

さ
れ

て
い
る

（
パ
ラ
グ
ラ
フ

17
5。
）
 

①
 

当
該

製
品

の
性

質
か

ら
み

て
，

選
択

的
流

通

制
度

が
当

該
製

品
の

品
質

と
適

切
な

使
用

を
確

保
す

る
た

め
に

必
要

で
あ

る
と

の
観

点
か

ら
，

当
該

製
品

の
性

質
上

，
選

択
的

流
通

制
度

を
導

入
す

る
必
要
が
あ
る
こ
と
。
 

②
 

再
販

売
業

者
の

選
択

は
，

質
的

な
特

性
に

関

す
る

客
観

的
基

準
に

基
づ

い
て

な
さ

れ
な

け
れ

ば
な

ら
ず

，
そ

の
基

準
は

全
て

に
対

し
て

一
律

に
定

め
ら

れ
た

も
の

で
あ

っ
て

，
あ

ら
ゆ

る
潜

在
的

再
販

売
業

者
に

開
か

れ
て

お
り

，
か

つ
差

別
的

な
方
法
で
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
。
 

③
 

定
め

ら
れ

た
基

準
が

必
要

な
範

囲
を

超
え

て

い
な

い
こ
と
。
 

他
方

，
Ｅ
Ｕ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
，
主
要
な
売
手
の

過
半

が
，
選
択

的
流
通
制
度
を
導
入
し
て
い
る
場
合
に

は
，

累
積
的

効
果
（
cu
m
ul
a
ti
v
e 
ef
f
ec

t）
が
生
じ
，

ブ
ラ

ン
ド
間

競
争
が
著
し
く
減
少
し
，
一
定
の
種
類
の

流
通

業
者
が

締
め
出
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
，
売
手
間
の

共
謀

の
リ
ス

ク
が
高
ま
る
と
し
て
い
る
（
パ
ラ
グ
ラ
フ

1
78
）
。
 

ま
た

，
Ｅ
Ｕ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
，
売
手
の
上
位
５

社
全

て
が
選

択
的
流
通
制
度
を
導
入
し
て
い
る
場
合
，

累
積

的
効
果

が
生
じ
，
実
際
に
販
売
店
舗
を
持
つ
こ
と

や
特

定
の
サ

ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
，

一
定

の
種
類

の
流
通
業
者
を
締
め
出
す
と
き
に
は
，
特

に
競

争
上
の

懸
念
が
生
じ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
，
当

該
選

択
的
流

通
制
度
が
，
商
品
を
適
切
に
販
売
す
る
こ

と
が

可
能
な

新
規
参
入
者
，
特
に
消
費
者
に
低
価
格
を

提
供

す
る

デ
ィ

ス
カ

ウ
ン

ト
業

者
や

オ
ン

ラ
イ

ン
で

の
み

販
売

を
す

る
業

者
の

市
場

へ
の

ア
ク

セ
ス

を
妨

げ
，
そ

れ
に

よ
っ
て
，
既
存
の
流
通
チ
ャ
ネ
ル
を
有
利

に
し

，
消
費

者
に
不
利
益
を
与
え
る
場
合
に
は
，
適
法

要
件

を
満
た

す
可
能
性
は
通
常
な
い
と
し
て
い
る
（
パ

ラ
グ

ラ
フ

17
9）

。
  

 
な

お
，
上
記
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
，
例
え
ば
，
家
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電
メ

ー
カ

ー
各

社
が

一
律

に
選

択
的

流
通

制
を

導
入

し
た

場
合
，
累
積
的
効
果
が
生
じ
，
Ｅ
Ｕ
の
適
法
要
件

を
満

た
す
可

能
性
は
低
い
と
考
え
ら
れ
る
。
 

④
 

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

中
に

具
体

的
な

事
例

の
提

示
は
あ

る
か
。
 

流
通

・
取

引
慣

行
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
の

中
で

，
具

体
的
な
事
例
の
提
示
を
行
っ
て
い
る
。
 

米
国

に
は

，
日

本
及
び

Ｅ
Ｕ
に

お
け
る
垂

直
的

制
限

行
為

に
対

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

に
相

当
す

る
も

の
は

な
く

，
具
体

的
な
事

例
の
提

示
を
行

っ
て

い
な

い
。
 

Ｅ
Ｕ

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
中
で
，
具
体
的
な
事
例
の
提

示
を

行
っ
て

い
る
。
 

 
「
再
販
売
価
格
維
持
行
為
審
査
指
針
」
及
び
「
不

公
正
取
引
行
為
の
審
査
指
針
」
の
中
で
，
具
体
的
な

事
例
の
提
示
を
行
っ
て
い
る
。
 

 （
２

）
日
本

の
現
行

規
制
を

維
持

す
る

必
要

性
 

上
記
②

１
な
い
し

４
，
上

記
③

１
及

び
２

並
び

に
上

記
④

に
つ
い

て
 

独
占
禁
止

法
は
，
公

正
か

つ
自

由
な

競
争

を
促

進
す
る
た

め
に
，
自
由
な

競
争
を

妨
げ
た

り
，
不

公
正
な

競
争
手

段
を
用

い
て

競
争

し
た

り
す

る
こ

と
を

禁
止

し
て

い
る

。
ま

た
，
競

争
制

限
的

な

行
為

を
規

制
す
る

と
い

う
考

え
方

は
各

国
共

通
の

も
の

で
あ
り
，

再
販
売

価
格
維

持
行
為

を
始
め

と
す
る

垂
直
的

制
限
行

為
に

つ
い

て
も

同
様

で
あ

る
。

 

現
行
の
独

占
禁
止

法
に

よ
る

規
制

は
，
公

正
か

つ
自
由
な

競
争
を

促
進
し

，
消
費

者
の
利

益
を
確

保
す
る

観
点
か

ら
，
ま

た
，
国

際
比

較
の

観
点

か
ら

も
，
必

要
か

つ
妥

当
な

も
の

で
あ

る
と

考
え

る
。
 

 （
３

）
規
制

の
廃
止

・
見
直

し
を

検
討

す
る

に
当

た
り

留
意

す
べ

き
と

考
え

る
点

 

上
記
②

１
な
い
し

４
，
上

記
③

１
及

び
２

並
び

に
上

記
④

に
つ
い

て
 

・
 
再

販
売
価

格
維
持

行
為

に
対

す
る

規
制

は
，
公

正
か
つ

自
由

な
競
争

を
促
進

す
る
た

め
に
必

要
不
可

欠
で
あ

り
，
こ
れ

を
緩

和
す

る
こ

と
は

，
公

正
か

つ
自

由
な

競
争

に
と

っ
て

極
め

て
弊

害
が

大

き
く

，
消
費
者

利
益

を
損

な
う

こ
と

と
な

る
こ

と
に

留
意

す
べ
き

で
あ
る

。
ま

た
，
国
際

比
較
の

観
点
か

ら
，
現
行
の

規
制

を
緩

和
す

る
こ

と
は

国
際

的
ス

タ
ン

ダ
ー

ド
か

ら
外

れ
る

も
の

で
あ

る
と

い
う

こ
と

に
も
留

意
す

べ
き

で
あ

る
。

 

・
 

当
該
規

制
の
検

討
に

当
た

っ
て

は
，
メ

ー
カ

ー
の

利
益

だ
け

で
な
く
，
消
費
者

の
利
益

を
確

保
す
る

観
点
か

ら
の
検

討
が
必

要
で

あ
り

，
特

定
の

業
界

か
ら

の
意

見
だ

け
で

は
な

く
，
広

く
消

費
者

や
流

通
業

者
の
意

見
も

聞
く

必
要

が
あ

る
。

 

・
 
ま

た
，
法
律

上
適

用
除

外
が

認
め

ら
れ

て
い

た
公

正
取
委
員

会
に
よ

る
指
定

再
販
制

度
が
累

次
の
見

直
し
に

よ
り
削

減
さ

れ
，
平

成
９

年
度

以
降

存
在

し
な

い
こ

と
，
再

販
売

価
格

維
持

行
為

に
対

す
る

課
徴

金
の
導

入
と

い
う

強
化

改
正

が
平

成
２

１
年

に
行
わ
れ

て
い
る

こ
と
に

も
留
意

す
べ
き

で
あ
る

。
 

・
 
家

電
業
界

の
団
体

か
ら

，
家

電
メ

ー
カ

ー
が

行
う

具
体
的
な

行
為
に

つ
い
て

，
独

占
禁

止
法

上
問
題

と
な
ら

な
い
再

販
売

価
格

維
持

行
為

や
非

価
格

制
限

行
為

の
事

例
を

流
通
・
取

引
慣

行
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
に

明
記
し

て
ほ

し
い

と
の

要
望

が
出

さ
れ

て
い

る
が
，
独

占
禁
止

法
違
反

と
な
ら

な
い
も

の
に
つ

い
て
の

考
え
方

を
Ｑ

＆
Ａ

に
よ

り
既

に
明

確
化

し
た

も
の

も
あ

り
，
こ

う
し

た
方

法
に

よ
る

対
応
が
可

能
で
あ

る
。

 

 

以
上
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③

研
究

設
備
等

に
関

す
る
高

圧
ガ

ス
規
制

の
見

直
し
 

（
１

）
制
度
比

較
 

○
研
究

施
設
を

含
む

設
備
の

高
圧

ガ
ス

規
制
に

係
る
比

較
 

国
名

 

 比
較

の
視
点

 

日
本

 
米

国
（

カ
リ

フ
ォ

ル
ニ

ア
州

）
 

英
国

 
（

参
考

）
 

ド
イ

ツ
 

１
．
高
圧
ガ

ス

の
利

用
を

規

定
し

て
い

る

法
令

は
あ

る

か
。
あ
る
と

す

れ
ば

ど
の

よ

う
な

法
令

か
。
  

【
法

律
】

 

高
圧

ガ
ス

保
安

法
 

【
規

則
】

 

一
般

高
圧

ガ
ス

保
安

規
則

 

コ
ン

ビ
ナ

ー
ト

等
保

安
規

則
 
等

 

 ＊
ガ

ソ
リ

ン
等

の
危

険
物

に
つ

い
て

は
、

消
防

法
に

お
い

て
規

制
。

 

＊
高

圧
ガ

ス
で

な
い

低
圧

の
設

備
や

ボ

イ
ラ

ー
に

つ
い

て
は

、
労

働
安

全
衛
生

法
に

お
い

て
規

制
。

 

【
連
邦
法

】
 

①
労

働
安

全
衛

生
法

 
（

O
c
cu
p
a
t
io

n
al

 

S
a
f
et

y
 a

n
d 

H
ea

l
th

 
Ac

t
 o

f 
1
9
70

）
 

【
州
法
等

】
 

②
カ

リ
フ

ォ
ル

ニ
ア

州
消

防
法

(
C
a
li
f
or

n
ia

 
Fi
r
e 

C
od

e
) 

③
カ

リ
フ

ォ
ル

ニ
ア

州
産

業
安

全
衛

生

法
圧

力
容

器
規

則
(
Un

f
ir
e
d 

P
r
e
ss
u
re

 

V
e
s
se

l
 S
a
fe

t
y 

Or
d
er

 ）
 

 ＊
圧

縮
ガ

ス
な

ど
の

危
険

物
質

に
対

し

て
は
、
安
全
衛

生
法
の

み
な
ら
ず

、
州

の

消
防

法
や

圧
力

容
器

に
関

す
る

法
律

に

よ
っ
て
規

制
さ
れ

て
い
る

。
 

【
法
律
】
 

労
働
安
全

衛
生

法
（

He
a
lt
h
 a
nd
 S
a
fe
t
y 

a
t
 
Wo

r
k 

e
tc
.
 A
c
t 
1
97
4）

 

【
規
則
】
 

・
安

全
衛

生
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
規

則

（
M
a
na
g
em
e
nt
 

o
f 

H
ea
l
th
 

a
n
d 

S
a
f
et

y
 

a
t
 

W
o
rk
 

Re
g
ul
a
t
i
on
s
 

1
9
9
9）

  

・
大
規

模
災
害

規
則
（

C
o
nt
r
ol
 o
f
 M
aj
o
r 

A
c
c
id

e
nt

 
Ha
z
ar
d
s 

Re
g
ul
a
t
i
on
s
 

1
9
9
9）

 

・
危

険
物

質
と

爆
発

雰
囲

気
規

則

（
D
an

g
er
o
us
 

Su
b
st
a
nc
es
 

a
nd
 

E
x
p
lo

s
iv

e
 

At
m
os
p
h
e
re
s
 

R
e
g
ul

a
ti

o
ns
 
20
0
2）

 

・
圧
力
シ

ス
テ
ム

安
全

規
則

 

（
T
he

 
P
re
s
su
r
e 

S
ys
t
em
s 

S
a
fe
t
y 

R
e
g
ul

a
ti

o
ns
 
20
0
0）

 
 

 
 

等
 

   

【
法

律
】

 

雇
用

保
護

法
（

Ar
b
Sc
h
G）

 

【
規

則
】

 

産
業

安
全

衛
生

規
則

 

（
B
et
r
Si
c
hV
）
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国

名
 

 比
較

の
視
点

 

日
本

 
米

国
（

カ
リ

フ
ォ

ル
ニ

ア
州

）
 

英
国

 
（

参
考

）
 

ド
イ

ツ
 

２
．
所
管
庁

は

ど
こ

か
。
 

経
済
産

業
省

 
①

米
国

労
働

省
（

U
ni

t
ed
 
S
t
at
e
s 

D
e
p
ar

t
me

n
t 
o
f 

L
ab
o
r）

  

②
カ
リ
フ

ォ
ル
ニ

ア
州
森

林
保
護
・
防

火

局
（
C
a
li
f
or

n
ia

  

D
e
p
ar

t
me

n
t 

o
f 

F
or

e
st

r
y 

a
n
d
 
F
i
re

 

P
r
o
te

c
ti

o
n）

 

③
カ

リ
フ

ォ
ル

ニ
ア

州
労

働
安

全
衛

生

局
（
T
h
e
 D
i
vi

s
io

n
 o
f
 O
c
cu
p
a
t
io

n
al

 

S
a
f
et

y
 a
n
d 
H
ea

l
th

）
 

 

安
全
衛
生

庁
（

H
SE

-
He
a
lt
h
 a
nd
 S
a
fe
t
y 

E
x
e
cu

t
iv

e）
 

 

労
働

社
会

省
 

（
B
u
nd
e
sm
i
ni
s
te
r
iu
m
 
fü
r 

A
r
b
ei
t 

u
n
d
 S
o
zi
a
le
s
) 

 

３
．
法
令
の

規

制
対

象
、
要

件

は
何

か
。
ど

の

よ
う

に
規

制

し
て

い
る

の

か
（

許
可

か
、

届
出
か

）。
 

 【
規
制

対
象

等
】

 

災
害

の
発

生
の

防
止

及
び

公
共

の
安

全

の
確

保
を

目
的

と
し

て
、

主
に

圧
力

が

1
M
P
a
以

上
の

圧
縮

ガ
ス

等
を

対
象

と
し
、

高
圧
ガ

ス
の

製
造

・
貯

蔵
・

移
動

、
消

費

等
の

取
り

扱
い

に
関

し
て

規
制

し
て

い

る
。
 

      

①
労
働
安

全
衛
生

法
 

【
規
制
対

象
等
】
 

連
邦

政
府

の
統

治
が

行
わ

れ
る

領
土

に

お
け

る
す

べ
て

の
事

業
者

と
そ

こ
で

働

く
労
働
者

に
適
用

さ
れ

、
事
業
者

は
、
以

下
の
義
務

を
負
う

。
 

(
1
)
労

働
者

に
死

亡
又

は
重

大
な

身
体

的

危
害

を
引

き
起

こ
す

可
能

性
が

あ
る

と

認
め

ら
れ

た
危

険
に

労
働

者
各

人
が

さ

ら
さ

れ
な

い
よ

う
な

雇
用

及
び

雇
用

の

場
所
を
提

供
し
、
 

（
2)

本
法

に
基

づ
い

て
公

布
さ

れ
た

労

働
安

全
衛

生
基

準
を

遵
守

す
る

も
の

と

す
る
 

 【
規
制
対

象
等

】
 

事
業

者
の

被
雇

用
者

及
び

一
般

公
衆

に

対
す

る
義

務
並

び
に

被
雇

用
者

の
自

分

自
身

及
び

相
互

間
に

お
け

る
義

務
を

示

し
て
い
る

。
こ

の
法

律
に

お
い

て
は

、
こ

れ
ら

の
義

務
に

つ
い

て
、
「

合
理

的
に

実

現
可
能
な

限
り
に

お
い

て
」
の

原
理

に
よ

る
限
定
が

な
さ
れ

て
い

る
。
 

     

 【
規

制
対

象
等

】
 

労
働

災
害

防
止

措
置

に
よ

っ
て

、
職

場
の

労
働

者
の

安
全

衛
生

の
保

護
を

保
障

し
、

こ
れ

を
改

善
す

る
こ

と
に

資
す

る
こ

と

を
目

的
と

す
る

。
こ

れ
は

あ
ら

ゆ
る

職
業

活
動

分
野

に
適

用
さ

れ
る

。
 

       

32



 
国

名
 

 比
較

の
視
点

 

日
本

 
米

国
（

カ
リ

フ
ォ

ル
ニ

ア
州

）
 

英
国

 
（

参
考

）
 

ド
イ

ツ
 

【
規

制
の

方
法

】
 

（
高

圧
ガ

ス
の

製
造

に
関

す
る

許
可

）
 

 
1
0
0
 m

3
/
日

以
上

の
ガ

ス
を

処
理

す
る
者

は
、

設
備

の
新

規
設

置
・

変
更

時
に

事

業
所

ご
と

に
都

道
府

県
知

事
の

許
可

を

得
る

必
要

が
あ

る
（

第
1
種

製
造

者
）。

な
お

、
処

理
量

は
事

業
所

内
で

合
算

し

て
計

算
す

る
。
 

 
完

成
検

査
、

保
安

検
査

も
必

要
。

経
済

産
業

大
臣

認
定

を
受

け
て

い
る

事
業

者

（
認

定
保

安
検

査
実

施
者

）
は

自
主

検

査
が

可
能

だ
が

、
そ

れ
以

外
は

都
道

府

県
知

事
等

の
検

査
が

必
要

に
な

る
。
 

 

【
規
制
の

方
法
】
 

安
全

管
理

シ
ス

テ
ム

の
構

築
や

リ
ス

ク

ア
セ

ス
メ

ン
ト

の
実

施
等

に
つ

い
て

法

令
の
遵
守

義
務
あ

り
。
立
入
検
査

等
に
よ

り
適
合
状

況
を
確

認
。
 

 ②
カ
リ
フ

ォ
ル
ニ

ア
州
消

防
法
 

【
規
制
対

象
等
】
 

新
規

お
よ

び
既

存
の

建
物

の
爆

発
や

危

険
な
状
況

、
火

災
の
危

険
か
ら
国

民
の
健

康
、
安

全
と
一

般
的
な

福
祉
を
守

る
た
め

に
、

す
べ

て
の

建
物

や
構

造
物

等
の

建

設
、
改

造
、
移

動
、
増

設
、
交

換
、
修

理
、

使
用
、
占
有
、
メ
ン
テ

ナ
ン
ス
等

に
係
る

安
全

基
準

や
緊

急
作

業
時

の
対

応
指

針

等
を
定
め

て
い
る

。
 

【
規
制
の

方
法
】
 

消
防
法
に

お
い
て

、
圧

縮
ガ
ス
は

規
制
の

対
象

と
さ

れ
て

お
り

、
可

燃
性

ガ
ス

（
5
.6

6
4
 m
3
を
超

え
る
も

の
）
や

毒
性
ガ

ス
（
量

に
よ
ら

ず
）
等

を
取
り
扱

う
場
合

は
、
そ

の
設
備

の
運
営

及
び
設
置

に
つ
い

て
地
元
消

防
局
の

許
可
や

、
完
成

検
査

・

定
期
検
査

を
受
け

る
必
要

が
あ
る

。
 

【
規
制
の

方
法

】
 

＜
労
働
安

全
衛
生

法
＞

 

安
全

管
理

シ
ス

テ
ム

の
構

築
や

リ
ス

ク

ア
セ

ス
メ

ン
ト

の
実

施
等

に
つ

い
て

法

令
の
遵
守

義
務

あ
り

。
立

入
検

査
等

に
よ

り
適
合
状

況
を

確
認

。
 

 ＜
安
全
衛

生
マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

規
則

＞
 

安
全

衛
生

の
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
を

行
う

た

め
に
、
事
業
者

が
何

を
行

う
こ

と
が

求
め

ら
れ
て
い

る
か

を
明

確
に

示
し

て
お

り
、

あ
ら
ゆ
る

事
業

活
動

に
適

用
さ

れ
、
事

業

者
に
要
求

さ
れ

る
こ

と
の

中
心

は
、
リ

ス

ク
ア
セ
ス

メ
ン

ト
の

実
施

で
あ

り
、
５

名

以
上
の
被

雇
用

者
を

有
す

る
事

業
者

は
、

リ
ス

ク
ア

セ
ス

メ
ン

ト
に

関
す

る
記

録

を
作
成
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 ＜
大
規
模

災
害

規
則

＞
 

危
険

化
学

物
質

又
は

爆
発

物
の

一
定

以

上
の
量
を

製
造

、
貯

蔵
、
輸

送
す

る
と

き
、

届
出
を
要

求
し
て

い
る

。
 

例
）
A
m
mo
n
iu
m
 n
i
tr
a
te
 
 5
 t
o
n 

 
 
 
 C
h
lo
r
in

e
  
 
  
 
  
1
0 
to
n 

【
規

制
の

方
法

】
 

圧
力

設
備

を
設

置
す

る
事

業
者

に
対

し
、

設
備

の
設

置
、

運
用

に
関

し
、

法
令

上
、

事
業

者
自

ら
が

爆
発

に
関

す
る

リ
ス

ク

ア
セ

ス
メ

ン
ト

、
設

備
の

維
持

等
の

た
め

の
す

べ
て

の
安

全
措

置
な

ど
を

実
施

し
、

自
ら

の
判

断
で

安
全

対
策

を
講

じ
る

こ

と
等

が
義

務
付

け
ら

れ
て

い
る

。
ま

た
、

事
業

者
に

よ
る

申
請

に
基

づ
き

、
第

三
者

認
証

機
関

が
個

別
に

適
合

性
評

価
を

行

っ
た

上
で

、
行

政
当

局
に

よ
る

許
可

が
必

要
で

あ
る

。
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国

名
 

 比
較

の
視
点

 

日
本

 
米

国
（

カ
リ

フ
ォ

ル
ニ

ア
州

）
 

英
国

 
（

参
考

）
 

ド
イ

ツ
 

③
カ

リ
フ

ォ
ル

ニ
ア

州
産

業
安

全
衛

生

法
圧
力
容

器
規
則
 

【
規
制
対

象
等
】
 

ガ
ス
の
種

類
に
応

じ
て
、

設
計
、

建
設

、

設
置
、
補
修
及

び
改
造

の
基
準
を

定
め
て

い
る

。
加

え
て

、
石

油
精

製
業

者
は

、

P
e
t
ro

l
eu

m 
S
af

e
ty
 O
r
d
er

に
よ

り
、
メ

ン
テ
ナ
ン

ス
、
検
査
、
補
修
及
び

改
造
に

つ
い
て
規

制
を
受

け
る
。
 

【
規
制
の

方
法
】
 

州
の

検
査

官
等

に
よ

る
圧

力
容

器
の

設

置
時
の
検

査
や
州

に
よ
る

操
業
許

可
、
定

期
検
査
が

必
要
。
 

H
y
d
ro

g
en
 
  
 
  
 
  
5
 t
o
n 

 
 
 
 V
e
ry
 
to

x
ic
 
  
 
  
 
 5
 t
o
n 

 ＜
危
険
物

質
と

爆
発

雰
囲

気
規

則
＞

 

危
険

物
質

と
爆

発
雰

囲
気

に
対

す
る

リ

ス
ク

ア
セ

ス
メ

ン
ト

と
危

険
場

所
の

区

分
の
設
定

を
要
求

し
て

い
る

。
 

 ＜
圧
力
シ

ス
テ

ム
安

全
規

則
＞

 

圧
力

シ
ス

テ
ム

に
つ

い
て

、
適

切
な

設

計
・
製

作
等
を

行
う

こ
と

を
要

求
し

て
い

る
。
 

４
．
必
要
な

手

続
き

は
何

か

（
ど

の
よ

う

な
書

類
等

が

必
要

か
。
許

認

可
、
届
出
等

に

必
要

な
期

間

は
ど

の
程

度

か
）。

 

 【
必
要

な
書

類
等

】
 

＜
許
可

申
請

時
＞

 

 
高

圧
ガ

ス
製

造
許

可
申

請
書

 

 
製

造
計

画
書

（
以

下
の

事
項

を
記

載
す

る
。）

 

（
1
)製

造
の

目
的

、
処

理
設

備
の

処

理
能

力
、
処

理
設

備
の

性
能

に
関

す
る

事
項

 

（
2
)製

造
の

施
設

の
位

置
、

構
造
、

設
備

製
造

の
方

法
に

つ
い

て
、
経

①
労
働
安

全
衛
生

法
 

【
必
要
な

書
類
等

】
 

・
リ
ス

ク
ア
セ

ス
メ
ン

ト
に
関
す

る
記
録

 

 【
必
要
な

期
間
】
 

標
準
処
理

期
間
は

定
め
ら

れ
て
い

な
い

。
 

 【
提
出
先

】
 

・
無
し
 

（
事
業
者

に
よ
る

保
存
の

み
）
 

 

 【
必
要
な

書
類

等
】

 

＜
安
全
衛

生
マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

規
則

＞
 

・
リ
ス

ク
ア
セ

ス
メ

ン
ト

に
関

す
る

記
録

 

・
ハ
ザ
ー

ド
の

特
定

 

・
誰
が

ど
の
よ

う
な

危
害

を
受

け
る

可
能

性
が
あ
る

か
の

見
極

め
 

・
リ
ス

ク
を
評

価
し

、
予

防
措

置
に

つ
い

て
検
討
す

る
 

・
予
防
措

置
を
講

じ
る

 

・
リ
ス

ク
ア
セ

ス
メ

ン
ト

を
見

直
し

、
必

 【
必

要
な

書
類

等
】

 

＜
許

可
申

請
時

＞
 

・
リ

ス
ク

評
価

に
関

す
る

全
て

の
文

書
 

・
第

３
者

認
証

機
関

の
適

合
性

証
明

書
 

 ＜
完

成
時

＞
 

・
リ

ス
ク

評
価

に
関

す
る

全
て

の
文

書
 

・
第

３
者

認
証

機
関

の
適

合
性

証
明

書
 

 ＜
変

更
時

＞
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国

名
 

 比
較

の
視
点

 

日
本

 
米

国
（

カ
リ

フ
ォ

ル
ニ

ア
州

）
 

英
国

 
（

参
考

）
 

ド
イ

ツ
 

済
産

業
省

令
で

定
め

る
技

術
上

の
基

準
に

関
す

る
事

項
 

（
3
)
製

造
の

た
め

の
施

設
の

位
置

と
付

近
の

状
況

を
示

す
図

面
 

 ＜
完

成
時

＞
 

 
高

圧
ガ

ス
製

造
施

設
完

成
検

査
申

請
書
 

 ＜
変

更
時

＞
 

 
高

圧
ガ

ス
製

造
施

設
等

変
更

申
請

書
 

     【
必

要
な

期
間

】
 

都
道

府
県

の
標

準
処

理
期

間
の

例
 

・
製

造
の

許
可

；
総

日
数

20
日

 

・
変

更
許

可
；

総
日

数
20

日
  

 【
提

出
先

】
 

・
都

道
府

県
 

②
カ
リ
フ

ォ
ル
ニ

ア
州
消

防
法
 

【
必
要
書

類
等
】
 

＜
許
可
申

請
時
＞
 

・
防
火

規
程
に

適
合
し

て
い
る
こ

と
を
示

す
設
計
図

書
及
び

補
足
す

る
デ
ー

タ
 

・
防
火
シ

ス
テ
ム

に
関
す

る
図
面
 

 ＜
完
成
時

＞
 

・
防
火

規
程
に

適
合
し

て
い
る
こ

と
を
示

す
設
計
図

書
及
び

補
足
す

る
デ
ー

タ
 

・
防
火
シ

ス
テ
ム

に
関
す

る
図
面
 

 ＜
変
更
時

＞
 

・
変
更
内

容
を
示

し
た
文

書
 

 【
必
要
な

期
間
】
 

標
準
処
理

期
間
は

定
め
ら

れ
て
い

な
い

。
 

   【
提
出
先

】
 

・
地
元
消

防
局
 

  

要
に
応
じ

て
修

正
す

る
 

の
５
ス
テ

ッ
プ

が
例

示
さ

れ
て

お
り

、

リ
ス

ク
ア

セ
ス

メ
ン

ト
に

関
す

る
重

要
な

事
項

に
関

す
る

記
録

が
求

め
ら

れ
る
。
 

 

＜
大
規
模

災
害
規

則
＞

 

・
プ
ラ

ン
ト
の

操
業

に
あ

た
っ

て
の

安
全

性
に
関
す

る
文

書
 

＜
危
険
物

質
と
爆

発
雰

囲
気

規
則

＞
 

・
危
険

物
質
と

爆
発

雰
囲

気
に

関
す

る
リ

ス
ク

ア
セ

ス
メ

ン
ト

の
記

録
及

び
危

険

場
所
の
区

分
に

関
す

る
文

書
 

 ＜
圧
力
シ

ス
テ
ム

安
全

規
則

＞
 

・
設
計
及

び
製

作
に

関
す

る
文

書
 

・
刻
印
に

関
す
る

文
書

 

・
設
置

場
所
に

お
け

る
危

険
性

に
関

す
る

文
書
 

・
保
安

に
影
響

を
与

え
る

運
転

条
件

に
関

す
る
文
書
 

 【
必
要
な

期
間

】
 

標
準
処
理

期
間

は
定

め
ら

れ
て

い
な

い
。
 

・
リ

ス
ク

評
価

に
関

す
る

全
て

の
文

書
 

・
第

３
者

認
証

機
関

の
適

合
性

証
明

書
 

             【
必

要
な

期
間

】
 

・
申

請
か

ら
原

則
３

ヶ
月

以
内

に
許

可
に

関
し

て
決

定
を

し
な

く
て

は
な

ら
な

い
と

規
定

さ
れ

て
い

る
。

 

 【
提

出
先

】
 

州
の

行
政

当
局
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国

名
 

 比
較

の
視
点

 

日
本

 
米

国
（

カ
リ

フ
ォ

ル
ニ

ア
州

）
 

英
国

 
（

参
考

）
 

ド
イ

ツ
 

③
カ

リ
フ

ォ
ル

ニ
ア

州
産

業
安

全
衛

生

法
圧
力
容

器
規
則
 

【
必
要
な

書
類
等

】
 

＜
許
可
申

請
時
＞
 

・
操

業
許
可
・
検

査
申

請
書
（
 P
r
e
ss

u
re

 

V
e
s
se

l
 I

n
sp

e
ct

i
on

 
Re

q
ue

st
 
F
or

m
）

＜
完
成
時

＞
 

・
操

業
許
可
・
検

査
申

請
書
（
 P
r
e
ss

u
re

 

V
e
s
se

l
 I

n
sp

e
ct

i
on

 
Re

q
ue

st
 
F
or

m
）
 

 ＜
変
更
時

＞
 

許
可

等
が

必
要

な
全

て
の

圧
力

容
器

の

補
修
及
び

改
造
に

つ
い
て

は
、
以

下
の
内

容
に
関
す

る
書
類

の
提
出

が
必
要

。
 

 (
1
)最

高
使
用

圧
力

、
使
用

材
料

、
厚

さ
、

形
状

、
直

径
等

の
圧

力
容

器
に

関
す

る
事
項
 

(
2
)
圧

力
容

器
の

製
作

時
に

要
求

さ
れ

た

技
術
基
準

の
内
容
 

(
3
)
使

用
さ

れ
る

場
所

や
施

設
の

部
分

に

関
す
る
事

項
 

(
4
) 検

査
や
認

証
の
実

施
日
、
検

査
官
の

サ
イ
ン
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

等
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【
提
出
先

】
 

・
安
全

衛
生
庁

（
大

規
模

災
害

規
則

の
対

象
事
業
者

の
み

）。
 

・
上
記
以

外
は
無

し
。

 

（
事
業
者

に
よ
る

保
存

の
み

）
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国

名
 

 比
較

の
視
点

 

日
本

 
米

国
（

カ
リ

フ
ォ

ル
ニ

ア
州

）
 

英
国

 
（

参
考

）
 

ド
イ

ツ
 

【
必
要
な

期
間
】
 

標
準

処
理

期
間

は
定

め
ら

れ
て

い
な

い

が
、
許

可
に
あ

っ
て
は

、
可
能
な

限
り
早

く
行
う
と

の
規
定

あ
り
。
 

 【
提
出
先

】
 

・
カ
リ

フ
ォ
ル

ニ
ア
州

労
働
安
全

衛
生
局

 

５
．
法
令
の

適

用
除

外
は

あ

る
か

。
あ
る

と

す
れ

ば
そ

の

要
件

は
何

か
。
 

（
変

更
工

事
に

お
け

る
許

可
の

適
用

除

外
）

 

「
軽

微
な

変
更

の
工

事
」
と

認
め

ら
れ
る

場
合

は
届

出
で

可
能

。
 

例
1
) 

処
理

能
力

10
0
 m

3
未

満
の

製
造

設
備

の
変

更
工

事
 

例
2
) 

2
回

目
以

降
の

処
理

能
力

1
0
0
 m

3

未
満

の
製

造
設

備
の

増
設

 

（
変

更
工

事
に

お
け

る
許

可
の

適
用

除

外
）
 

①
労
働
安

全
衛
生

法
 

無
し
（
許

認
可
制

で
は
な

い
た
め

）。
 

 ②
カ
リ
フ

ォ
ル
ニ

ア
州
消

防
法
 

定
期
的
な

メ
ン
テ

ナ
ン
ス

に
つ
い

て
は

、

許
可
は
不

要
と
な

っ
て
い

る
。
ま

た
、
緊

急
時
対
応

に
伴
う

補
修
に

つ
い
て

は
、
事

前
の
許
可

は
不
要

で
あ
る

が
、
２

営
業
日

以
内
に
許

可
申
請

が
必
要

。
上
記

以
外
に

つ
い
て
は

、
設

置
、
変
更

、
移
設

等
に
関

し
て
あ
ら

か
じ
め

許
可
が

必
要
。
 

 ③
カ

リ
フ

ォ
ル

ニ
ア

州
産

業
安

全
衛

生

法
圧
力
容

器
規
則
 

 
無
し
。
 

（
変

更
工

事
に

お
け

る
許

可
の

適
用

除

外
）
 

無
し
（
許

認
可

制
で

は
な

い
た

め
）。

 

（
変

更
工

事
に

お
け

る
許

可
の

適
用

除

外
）
 

大
幅

な
変

更
、
保

安
に

影
響

を
与

え
る

変
更

以
外

に
つ

い
て

は
、

許
可

は
不

要
。

 

 

37



 
国

名
 

 比
較

の
視
点

 

日
本

 
米

国
（

カ
リ

フ
ォ

ル
ニ

ア
州

）
 

英
国

 
（

参
考

）
 

ド
イ

ツ
 

６
．
研
究
施

設

に
対

す
る

取

扱
い

は
ど

の

よ
う

に
な

っ

て
い

る
の

か
。
 

研
究

施
設

で
あ

っ
て

も
、
第

1
種

製
造
者

に
該
当

す
れ

ば
、

施
設

の
新

設
・

変
更

、

使
用
ガ

ス
種

の
変

更
、
製

造
方

法
の

変
更

の
許
可

が
必

要
。

 

①
労
働
安

全
衛
生

法
 

研
究
施
設

も
法
の

規
制
対

象
。
 

  ②
カ
リ
フ

ォ
ル
ニ

ア
州
消

防
法
 

研
究
施
設

も
、
他
の
施

設
と
同
様

に
可
燃

性
ガ
ス
（
5
.
66

4
 m
3
を

こ
え
る
も

の
）
や

毒
性
ガ
ス

（
量
に

よ
ら
ず

）
等
を

貯
蔵

、

取
り
扱
う

場
合
は

、
そ

の
設
備
の

運
営
及

び
設
置

、
そ
の

変
更
に

つ
い
て
許

可
の
対

象
。
 

 ③
カ

リ
フ

ォ
ル

ニ
ア

州
産

業
安

全
衛

生

法
圧
力
容

器
規
則
 

研
究
施
設

も
、
規
制
の

対
象
と
な

る
圧
力

容
器
の
設

置
、
変
更
、
補
修
に
つ

い
て
許

可
が
必
要

。
 

       

＜
安
全
衛

生
マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

規
則

＞
 

・
研
究
施

設
も

規
制

対
象

。
 

  ＜
大
規
模

災
害
規

則
＞

 

・
研
究
施

設
も

規
制

対
象

。
 

 ＜
危
険
物

質
と
爆

発
雰

囲
気

規
則

＞
 

・
研
究
施

設
も

規
制

対
象

。
 

 ＜
圧
力
シ

ス
テ
ム

安
全

規
則

＞
 

研
究

や
実

験
に

関
す

る
圧

力
シ

ス
テ

ム

又
は

そ
の

部
品

は
、

規
則

の
適

用
対

象

外
。
 

   

研
究

施
設

で
あ

っ
て

も
、
規

制
対

象
と

な

る
設

備
に

つ
い

て
は

、
新

設
や

大
幅

な
変

更
、
保

安
に

影
響

を
与

え
る

変
更

に
関

す

る
許

可
が

必
要

。
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国

名
 

 比
較

の
視
点

 

日
本

 
米

国
（

カ
リ

フ
ォ

ル
ニ

ア
州

）
 

英
国

 
（

参
考

）
 

ド
イ

ツ
 

７
．
事
業
者

が

自
主

的
に

検

査
等

可
能

な

制
度

は
あ

る

か
。
ま

た
、
そ

の
た

め
に

必

要
な

用
件

は

何
か
（
審
査

等

が
あ

る
場

合

は
そ

の
要

件

等
）。

 

有
（
制

度
名

：
認

定
保

安
検

査
実

施
者
制

度
）

 

【
制
度

概
要

】
 

認
定

保
安

検
査

実
施

者
が

自
主

検
査

を

行
い
、
検

査
結

果
を

届
出

る
こ

と
で
、
行

政
の
検

査
を

要
し

な
い

制
度

が
あ

る
。
 

※
認
定

保
安

検
査

実
施

者
と

は
、
自

ら
保

安
調

査
が

で
き

る
者

と
し

て
経

済
産

業

大
臣
が

認
定

す
る

。
経

済
産

業
省

告
示
第

八
十
六

号
の

告
示

に
従

い
、
保

安
管
理
シ

ス
テ
ム

の
確

立
、
保

安
管

理
に

関
す
る
計

画
の
策

定
、
実

施
、
評

価
及

び
そ

の
改
善

を
継
続

的
に

行
う

こ
と

が
必

要
。

 

   【
必
要

な
期

間
】

 

認
定

保
安

検
査

実
施

者
の

認
定

の
標

準

処
理
期

間
は

、
25

日
～

90
日

 

 【
更

新
期

間
】

 

認
定

の
更

新
期

間
は

５
年

 

有
（

制
度

名
：

）
O
U
IO
 
（

O
wn

e
r
/U

s
er

 

I
n
s
pe

c
ti

o
n 

O
rg

a
ni

z
at

i
on

s）
制
度
 

【
制
度
概

要
】
 

O
U
I
O
制
度

に
基
づ

き
、
州

に
よ
る

認
可
を

受
け

た
圧

力
容

器
の

所
有

者
／

使
用

者

（
OU
I
O 

（
O
wn

e
r/
U
se

r 
I
ns

p
e
ct

i
on
 

O
r
g
an

i
za

t
io

n
s）

）
は
、
自

ら
検

査
を
実

施
す
る
こ

と
が
可

能
。
 

＊
O
UI
O 

（
O
w
ne
r
/U

s
er

 
I
ns

p
e
ct

i
on
 

O
r
g
an

i
za

t
io

n
s）

制
度

の
要
件

と
し
て

、

検
査
の
方

法
、
評
価
・
承
認

手
続

き
、
組

織
体
制

、
記
録
・
文

書
管
理

等
、
検
査

に

係
る

体
制

、
仕

組
み

が
要

求
さ

れ
て

お

り
、
各
手
順

等
を
明

確
に
す

る
こ

と
が
必

要
。

 

 【
必
要
な

期
間
】
 

標
準
処
理

期
間
は

定
め
ら

れ
て
い

な
い
。
 

  【
更
新
期

間
】
 

認
定
の
更

新
期
間

は
３
年
 

  

－
 

 ※
英
国
で

は
、
事

業
者

自
ら

が
検

査
を

行

う
こ
と
と

さ
れ

て
、
行

政
に

よ
る

検
査

は

行
わ
れ
て

い
な

い
。

 

有
（

制
度

名
：

認
定

検
査

機
関

制
度

）
 

 【
制

度
概

要
】

 

事
業

者
自

ら
が

Pv
U
と

呼
ば

れ
る

認
証

機

関
と

し
て

の
認

証
を

受
け

る
こ

と
に

よ

り
、

自
主

検
査

が
可

能
。

 

要
件

と
し

て
、

検
査

の
方

法
、
評

価
・

承

認
手

続
き

、
組

織
体

制
、

記
録

・
文

書
管

理
等

、
検

査
に

係
る

体
制

、
仕

組
み

が
要

求
さ

れ
て

お
り

、
各

手
順

等
を

明
確

に
す

る
こ

と
が

必
要

。
 

ま
た

、
検

査
対

象
が

有
す

る
潜

在
リ

ス
ク

に
応

じ
た

コ
ス

ト
を

カ
バ

ー
す

る
た

め

の
、

賠
償

責
任

保
険

へ
の

加
入

も
必

要
。
 

  【
必

要
な

期
間

】
 

標
準

処
理

期
間

は
定

め
ら

れ
て

い
な

い
。
 

  【
更

新
期

間
】

 

認
定

の
更

新
期

間
は

５
年
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（

２
）

日
本
の

現
行

規
制
を

維
持

す
る
必

要
性

 

○
日
本
の
現
行
規
制
に
つ
い
て
は
、
高
圧
ガ
ス
の
処
理
能
力
が

1
0
0
Ｎ
㎥
／
日
以
上
と
な
る
第
１
種
製
造
事
業
所
に
対
し
て
、
許
可
を
求
め
て
い
る
と
こ
ろ
。
た
だ
、
 

 
第
１
種
製
造
事
業
所
に
高
圧
ガ
ス
の
処
理
能
力
が

1
0
0
Ｎ
㎥
／
日
未
満
の
施
設
を
追
加
し
て
設
置
し
た
場
合
、
設
置
時
は
許
可

が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
の

後
の
変
更

に
あ
っ
て
は
、
追
加
で
設
置
し
た
施
設
の
高
圧
ガ
ス
の
処
理
能
力
が

1
0
0
Ｎ
㎥
／
日
未
満
で
あ
る
限
り
、
何
度
、
変
更
工
事
を
実
施
し
て
も
、
許
可
で
は
な
く
、
届

出
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
こ
の
規
制
は
研
究
施
設
に
限
っ
て
い
な
い
。
 

○
今

回
の

調
査

範
囲

に
お

い
て

は
、

英
国

に
お

け
る

研
究

施
設

は
、

圧
力

シ
ス

テ
ム

の
設

計
や

製
造

に
係

る
規

則
の

対
象
外

と
し

て
い
る
も

の
の

、
リ

ス
ク

ア
セ
ス

メ
ン

ト
の

実
施

は
要

求
さ
れ

る
。
ま

た
、

こ
れ

以
外
は

研
究
施

設
を

規
制

対
象
外

と
す
る

規
定

は
見

受
け
ら

れ
ず
、

米
国

や
ド
イ
ツ

に
お

い
て

は
研

究
施

設
で

あ

っ
て
も
許
可
が
必
要
な
規
制
体
系
と
な
っ
て
い
る
。
 

○
な

お
、

国
際

的
な

競
争

が
激

し
い

化
学

分
野

に
お

け
る

開
発

ス
ピ

ー
ド

の
ロ

ス
を

減
ら

し
、

わ
が

国
の

経
済

成
長

を
図
る

た
め

、
研
究
施

設
（

高
圧

ガ
ス

の
処
理

能
力
が

1
0
0
Ｎ
㎥
／
日
未
満
の
設
備
）
の
変
更
に
お
い
て
、
現
状
、
許
可
を
必
要
と
し
て
い
る
制
度
を
届
出
へ
と
規
制
緩
和
し
て
ほ
し
い
と
の
要
望
を
踏
ま
え
、
平

成
２
６
年
３
月
１
０
日
に
開
催
し
た
産
業
構
造
審
議
会
高
圧
ガ
ス
小
委
員
会
に
お
い
て
、
本
件
に
つ
い
て
説
明
を
行
い
、
検
討
を
開
始
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

 （
３

）
規
制
の

廃
止

・
見
直

し
を

検
討
す

る
に

当
た
り

留
意

す
べ
き

と
考

え
る
点

 

○
研

究
施

設
で

あ
る

こ
と

だ
け

を
も

っ
て

、
安

全
性

が
高

い
と

は
一

概
に

は
言

え
ず

、
研

究
施

設
の

設
置

や
変

更
、

取
り
扱

い
物

質
の
変
更

等
の

際
の

安
全

性
の
確

保
た

め
に

は
、

研
究

施
設
の

設
置
や

変
更

、
取

り
扱
い

物
質
の

変
更

等
に

伴
う
リ

ス
ク
や

、
研

究
施

設
に
お

け
る
事

故
発

生
時
の
主

要
な

高
圧

ガ
ス

製
造

設
備

へ

の
影
響
に
つ
い
て
、
適
切
に
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
こ
れ
ら
に
留
意
し
て
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
 

○
な
お
、
英
国
に
お
い
て
は
、
2
0
0
7
年
に
法
人
が
起
こ
し
た
注
意
義
務
の
重
大
な
違
反
に
よ
り
死
亡
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
上
限
の
な
い
罰
金
が
課
せ
ら
れ

る
「
法
人
故
殺
法
（
C
o
r
p
o
r
a
t
e
 
M
a
n
s
l
a
u
g
h
t
e
r
 
a
n
d
 
C
o
r
p
o
r
a
t
e
 
H
o
m
i
c
i
d
e
 
A
c
t
 
2
0
0
7
）
」
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。
 

 

以
上
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④
ダ
ン

ス
に
係

る
風

営
法
規

制
の

見
直
し

 

（
１

）
制
度
比

較
 

○
ダ
ン

ス
を
さ

せ
る

営
業
に

係
る

比
較
 

国
名

 

  比
較

の
視
点

 

日
本

 

米
国

 

 
英

国
 

フ
ラ

ン
ス

 

ｻ
ﾝ
ﾌ
ﾗ
ﾝ
ｼ
ｽ
ｺ
市

郡
 

ニ
ュ

ー
ヨ

ー
ク

市
 

１
．
ダ
ン

ス
を
さ

せ

る
営
業
（

キ
ャ
バ

レ

ー
、

ナ
イ

ト
ク

ラ

ブ
、

ダ
ン

ス
教

室

等
）
を
規

制
す
る

法

令
は
あ

る
か
。

  

ま
た
、
当

該
法
令

は
、
当

該
営
業
に

つ

い
て
許
可

制
（
免

許

制
）
を

採
用
し
て

い

る
か
。
 

あ
り

（
風

俗
営

業
等

の
規

制
及

び
業

務
の

適
正

化
等

に
関

す
る

法
律

（
以

下
「

風
営

法
」

と
い

う
。
））

 

許
可

制
 

あ
り

（
サ

ン
フ

ラ
ン

シ
ス

コ
市

警
察
法
）
 

許
可
制
 

 

あ
り

（
ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク
市

行
政

法
）
 

許
可
制
 

あ
り

（
営

業
許

可
法

）
 

許
可

制
 

  

あ
り

（
公

衆
衛

生
法

典
、

観
光

法
典

、
環

境
法

典
等

）
 

免
許

制
 

  

２
．

 
規

制
対

象
と

な
る

営
業

は
法

令

上
ど

の
よ

う
に

定

義
さ
れ

て
い
る
か

。
 

○
キ

ャ
バ

レ
ー

そ
の

他
設

備
を

設
け

て
客

に
ダ

ン
ス

を
さ

せ
、

か
つ

、
客

の
接

待
を

し

て
客

に
飲

食
を

さ
せ

る
営

業

（
以

下
「

１
号

営
業

」
と

い

う
。

風
営

法
第

２
条

第
１

項

第
１

号
）

 

  

○
「

ダ
ン
ス

ホ
ー
ル

」（
ダ

ン
ス

が
行

わ
れ

る
場

所
）

の
運

営

等
 

○
「

ダ
ン
ス

ホ
ー
ル

」（
ダ

ン
ス

が
行

わ
れ

る
場

所
）

の
運

営

等
 

○
「

キ
ャ
バ

レ
ー

」（
飲
食

の
提

供
と

共
に

ダ
ン

ス
等

の
娯

楽

を
行

う
こ

と
が

許
さ

れ
る

場

所
）
の
運

営
等
 

○
酒

類
の

小
売

（
ク

ラ
ブ

、
ナ

イ
ト

ク
ラ

ブ
等

）
 

○
規

制
娯

楽
の

上
演

、
催

行
（

音

楽
、

ダ
ン

ス
等

）
 

○
ダ

ン
ス

フ
ロ

ア
を

使
用

す
る

こ
と

を
主

た
る

活
動

と
す

る

飲
料

提
供

店
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○
ナ

イ
ト

ク
ラ

ブ
そ

の
他

設
備

を
設

け
て

客
に

ダ
ン

ス
を

さ

せ
、

か
つ

、
客

に
飲

食
を

さ

せ
る

営
業

（
以

下
「

３
号

営

業
」

と
い

う
。

風
営

法
第

２

条
第

１
項

第
３

号
）

 

○
ダ

ン
ス

ホ
ー

ル
そ

の
他

設
備

を
設

け
て

客
に

ダ
ン

ス
を

さ

せ
る

営
業

（
指

定
団

体
の

講

習
を

受
け

た
ダ

ン
ス

を
教

授

す
る

者
が

客
に

ダ
ン

ス
を

教

授
す

る
営

業
を

除
く

。
）
（

以

下
「

４
号

営
業

」
と

い
う

。

風
営

法
第

２
条

第
１

項
第

４

号
）

 

３
．
（

規
制

対
象

と

な
る
営

業
が
「
ダ

ン

ス
」
を
要

件
と
し

て

い
る
場

合
）
 

「
ダ
ン
ス

」
は
ど

の

よ
う

に
定

義
さ

れ

て
い
る
か

。
 

特
段

定
義

さ
れ

て
い
な
い

場
合
は

、

実
際

に
は

ど
の

よ

う
な

ダ
ン

ス
が

規

制
の

対
象

と
な

っ

○
法

令
上

の
定

義
は

な
い

が
、

規
制

の
目

的
に

照
ら

し
て

、

３
号

営
業

は
全

て
の

ダ
ン

ス

が
対

象
と

な
る

の
に

対
し

、

４
号

営
業

は
原

則
と

し
て

ペ

ア
ダ

ン
ス

の
み

が
対

象
と

な

る
と

解
し

て
い

る
。

 

○
ダ

ン
ス

が
行

わ
れ

て
い

る
場

所
（

有
料

で
ダ

ン
ス

の
教

授

が
な

さ
れ

る
ダ

ン
ス

教
室

等

を
除
く

。）
に
お
け

る
人
の

集

ま
り

で
あ

り
、
「

Ge
n
er

a
l
」

（
1
8
歳
以

上
の
者

の
参
加

が

認
め

ら
れ

て
い

る
ダ

ン
ス

）

と
「
S
p
ec
i
al

」（
1
6
歳
以

上

2
0
歳
以
下

の
者
の

参
加
が

認

め
ら

れ
て

い
る

ダ
ン

ス
）

の

２
つ
に
分

類
さ
れ

る
。
 

 

○
一

般
人

が
入

場
を

許
さ

れ
る

あ
ら
ゆ
る

種
類
の

ダ
ン
ス

 

法
令

上
の

定
義

は
な

い
。

 
法

令
上

の
定

義
は

な
い

。
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て
い

る
か

。
（

一
般

的
に

ダ
ン

ス
（

踊

り
）
と
認

識
さ
れ

る

身
体

運
動

が
お

し

な
べ

て
規

制
対

象

と
な

っ
て

い
る

の

か
。）

 

○
許

可
の

審
査

に
あ

た
っ

て
、

エ
ン

タ
ー

テ
イ

メ
ン

ト
・

コ

ミ
ッ

シ
ョ

ン
は

、
ダ

ン
ス

の

タ
イ

プ
を

考
慮

す
る

こ
と

が

で
き
る
と

さ
れ
て

い
る
。
 

４
．
規
制

対
象
と

な

っ
て

い
る

営
業

の

営
業

可
能

時
間

は

ど
の

よ
う

に
定

め

ら
れ
て

い
る
か
。
 

 
ま
た
、
営
業
時

間

の
延

長
や

制
限

が

可
能

な
場

合
は

ど

の
よ

う
に

定
め

ら

れ
て
い

る
か
。

  

【
原

則
】

 

日
出

時
～

午
前

0
時

 

【
例

外
】

 

〔
営

業
時

間
延

長
〕

 

①
 
条

例
で

指
定

し
た

地
域

は

午
前

１
時

ま
で

 

②
 
特

別
な

事
情

の
あ

る
日

と

し
て

条
例

で
定

め
る

日
は

条
例

で
定

め
る

時
間

ま
で

 

［
営

業
時

間
規

制
］

 

 
住

宅
地

等
に

お
い

て
、

日
出

時
～
午

前
1
0
時

、
午

後
1
1

時
～

午
前

０
時

の
う

ち
条

例

で
定

め
る

時
間

帯
。

 

 

【
原
則
】
 

○
S
pe

c
ia
l

タ
イ

プ
の

ダ
ン

ス

に
つ

い
て

は
、

午
前

６
時

か

ら
午
前
０

時
ま
で
 

○
G
en

e
ra
l

タ
イ

プ
の

ダ
ン

ス

に
つ

い
て

は
、

午
前

６
時

か

ら
翌
日
の

午
前
２

時
ま
で
 

【
例
外
】
 

○
エ

ン
タ

ー
テ

イ
メ

ン
ト

・
コ

ミ
ッ

シ
ョ

ン
が

許
可

し
た

場

合
に

は
、

上
記

以
外

の
時

間

帯
に

お
い

て
も

営
業

が
可

能
。
 

【
原
則
】
 

○
午

前
４

時
か

ら
午

前
８

時
ま

で
の

間
の

営
業

は
禁

止
さ

れ

て
い
る
。
 

【
例
外
】
 

○
特

別
な

場
合

に
は

コ
ミ

ッ
シ

ョ
ナ

ー
の

裁
量

に
よ

り
上

記

の
時

間
帯

に
お

い
て

も
営

業

が
可
能
。
 

○
未

成
年

の
立

入
り

が
頻

繁
な

店
舗

等
に

つ
い

て
は

午
前

１

時
か

ら
午

前
８

時
ま

で
の

間

の
営

業
を

禁
止

す
る

こ
と

が

で
き
る
。
 

○
施

設
に

関
す

る
基

準
、

営
業

地
域

、
営

業
時

間
等

に
関

す

る
詳

細
な

規
制

に
つ

い
て

は
、
営

業
許

可
当

局
が

決
定

。 

○
ロ

ン
ド

ン
・

ウ
ェ

ス
ト

ミ
ン

ス
タ

ー
区

で
は

、
許

可
審

査

に
あ

た
り

、
営

業
時

間
や

セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
、

音
量

や
振

動

と
い

っ
た

要
素

を
勘

案
す

る

こ
と

と
し

て
い

る
。

 

○
各

県
に

お
け

る
始

業
時

間
は

知
事

の
発

す
る

条
例

に
よ

り

決
ま

っ
て

い
る

。
 

○
閉

店
時

間
は

最
長

で
朝

の
７

時
ま

で
と

な
っ

て
い

る
。

 

 

５
．
青
少

年
の
場

内

へ
の

立
入

は
規

制

さ
れ
て

い
る
か
。
 

ま
た
、
立

入
の
可

否

に
つ
い

て
、
時
間

帯

○
1
8
歳

未
満

の
者

を
営

業
所

に

客
と

し
て

立
ち

入
ら

せ
る

こ

と
が

禁
止

さ
れ

て
い

る
。

 

【
G
en

e
ra

l】
 

○
1
8
歳

未
満
の

者
の

G
en
e
ra
l

タ
イ

プ
の

ダ
ン

ス
が

行
わ

れ

て
い

る
場

所
へ

の
立

入
り

は

原
則

と
し

て
禁

止
さ

れ
て

お

○
未

成
年

の
立

入
り

が
頻

繁
な

店
舗

等
に

つ
い

て
は

午
前

１

時
か

ら
午

前
８

時
ま

で
の

間

の
営

業
を

禁
止

す
る

こ
と

が

で
き
る
。
 

○
営

業
所

内
で

の
消

費
を

目
的

と
し

て
酒

類
を

提
供

す
る

夜

間
の

営
業

時
間

帯
に

1
9
歳

以

上
の

者
の

付
添

い
の

な
い

1
6

歳
未

満
の

者
を

立
ち

入
ら

せ

○
保

護
者

等
の

付
添

い
の

な
い

1
6

歳
以

下
の

者
を

受
け

入
れ

る
こ

と
 

○
1
8
歳

以
下

の
者

に
酒

類
を

提

供
す

る
こ

と
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に
よ

る
区

別
は

あ

る
か
。

 

り
、

保
護

者
等

の
付

添
い

が

あ
る

場
合

に
限

っ
て

立
入

り

が
認
め
ら

れ
る
。
 

【
S
pe

c
ia

l】
 

○
エ

ン
タ

ー
テ

イ
メ

ン
ト

・
コ

ミ
ッ

シ
ョ

ン
に

よ
り

午
前

０

時
以

降
の

営
業

が
許

可
さ

れ

て
い

る
場

合
で

も
、

午
前

０

時
以
降
に

お
け

る
1
6
歳
又

は

1
7
歳

の
者
の

S
p
ec
i
al

タ
イ

プ
の

ダ
ン

ス
が

行
わ

れ
て

い

る
場

所
へ

の
立

入
り

は
原

則

と
し

て
禁

止
さ

れ
て

お
り

、

保
護

者
等

の
付

添
い

が
あ

る

場
合

に
限

っ
て

立
入

り
が

認

め
ら
れ
る

。
 

○
1
6
歳

未
満
の

者
の

S
pe
c
ia
l

タ
イ

プ
の

ダ
ン

ス
が

行
わ

れ

て
い

る
場

所
へ

の
立

入
り

は

原
則

と
し

て
禁

止
さ

れ
て

お

り
、

保
護

者
等

の
付

添
い

が

あ
る

場
合

に
限

っ
て

立
入

り

が
認
め
ら

れ
る
。
 

    

る
こ

と
 

○
1
8
歳

未
満

の
者

に
酒

類
を

販

売
す

る
こ

と
 

等
が

禁
止

さ
れ

て
い

る
。

 

等
が

禁
止

さ
れ

て
い

る
。
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６
．
営
業

す
る
店

舗

に
つ

い
て

以
下

の

規
制
は

あ
る
か
。

  

 
 

 
 

 

 
外

部
か

ら
の

見

通
し

に
係

る
規

制
 

客
室

の
内

部
が

営
業

所
の

外

部
か

ら
容

易
に

見
通

す
こ

と

が
で

き
な

い
も

の
で

な
け

れ

ば
な
ら
な
い
。

 

○
許
可
の
審
査
に
当
た
っ
て
、

エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
・
コ

ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
、
フ
ロ
ア
の

広
さ

と
照

明
が

物
理

的
に

適
正

か
ど

う
か

等
を

考
慮

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 

○
ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク
市

の
法

律
等

に
よ

る
衛

生
、

消
防

、
建

築

物
、

用
途

地
域

、
水

道
・

ガ

ス
・

電
気

に
関

す
る

要
件

や

基
準

に
適

合
し

て
い

る
と

認

め
ら

れ
な

い
場

合
に

は
コ

ミ

ッ
シ

ョ
ナ

ー
は

営
業

を
許

可

し
な
い
こ

と
が
で

き
る
。
 

○
施

設
に

関
す

る
基

準
、

営
業

地
域

、
営

業
時

間
等

に
関

す

る
詳

細
な

規
制

に
つ

い
て

は
、

営
業

許
可

当
局

が
決

定

す
る

。
 

 

店
舗

の
床

面
積

に
係
る
規

制
 

○
客

室
一

室
あ

た
り

の
床

面

積
が

6
6
㎡

以
上

で
な

け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

○
１

号
及

び
３

号
営

業
に

つ

い
て
は
、
客
室
の
五
分
の
一

以
上

が
ダ

ン
ス

を
さ

せ
る

た
め

の
ス

ペ
ー

ス
で

な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

７
．
店
舗

の
立
地

場

所
に

つ
い

て
ど

の

よ
う

な
規

制
が

あ

る
か
。

 

○
住

宅
街

の
ほ

か
、

学
校

・
図

書
館

等
の

周
辺

に
営

業
所

が

あ
る

と
き

は
、

営
業

が
許

可

さ
れ

な
い

こ
と

と
な

る
。

 

（
政

令
の

基
準

に
従

い
都

道
府

県
条

例
で

営
業

制
限

地
域

を
指

定
。）

 

○
許
可
の
審
査
に
あ
た
っ
て
、

エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
・
コ

ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
、
営
業
所
の

周
囲
の
環

境
へ
の
適
合
性
、

近
辺

に
お

け
る

許
可

数
等

を
考

慮
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
 

    

○
ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク
市

の
法

律
等

に
よ

る
衛

生
、

消
防

、
建

築

物
、

用
途

地
域

、
水

道
・

ガ

ス
・

電
気

に
関

す
る

要
件

や

基
準

に
適

合
し

て
い

る
と

認

め
ら

れ
な

い
場

合
に

は
コ

ミ

ッ
シ

ョ
ナ

ー
は

営
業

を
許

可

し
な
い
こ

と
が
で

き
る
。

 

○
施

設
に

関
す

る
基

準
、

営
業

地
域

、
営

業
時

間
等

に
関

す

る
詳

細
な

規
制

に
つ

い
て

は
、

営
業

許
可

当
局

が
決

定

す
る

。
 

○
市

町
村

長
が

宗
教

施
設

、
墓

地
、

病
院

、
学

校
等

か
ら

の

一
定

距
離

内
の

飲
料

提
供

店

の
設

置
を

制
限

で
き

る
。
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８
．
店
舗

周
辺
に

お

け
る

顧
客

等
に

よ

る
騒

音
や

混
雑

等

の
問

題
に

対
す

る

対
策

を
行

う
こ

と

が
営

業
者

に
義

務

づ
け

ら
れ

て
い

る

か
。
 

特
段

の
義

務
づ

け

が
な
い

場
合
に
は

、

上
記

問
題

へ
の

対

策
や

周
辺

の
生

活

環
境

の
保

持
は

ど

の
よ

う
に

担
保

さ

れ
て

い
る

か
。
（

立

地
要
件

、
営
業
時

間

規
制
以

外
）
 

【
遵

守
事

項
】

 

○
営

業
所

周
辺

に
お

い
て

、
政

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

都
道

府
県

条
例

で
定

め

る
数

値
以

上
の

騒
音

又
は

振

動
が

生
じ

な
い

よ
う

に
、

そ

の
営

業
を

営
ま

な
け

れ
ば

な

ら
な

い
。

 

○
営

業
所

周
辺

に
お

け
る

清
浄

な
風

俗
環

境
を

害
す

る
お

そ

れ
の

あ
る

方
法

で
営

業
に

つ

い
て

の
広

告
又

は
宣

伝
を

し

て
は

な
ら

な
い

。
 

【
禁

止
行

為
】

 

○
営

業
に

関
し

客
引

き
を

す
る

こ
と

 

○
営

業
に

関
し

客
引

き
を

す
る

た
め

、
道

路
そ

の
他

公
共

の

場
所

で
、

人
の

身
辺

に
立

ち

ふ
さ

が
り

、
又

は
つ

き
ま

と

う
こ

と
。

 

○
許

可
を

受
け

た
ダ

ン
ス

の

監
視
を
す
る
た
め
、
１
人
以

上
の

警
備

員
等

を
置

か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

○
営

業
所

の
出

入
口

に
監

視
用

の
デ

ジ
タ

ル
ビ

デ
オ

カ
メ

ラ

を
設
置
す

る
こ
と
 

○
警
備
員

を
配
置

す
る
こ

と
 

○
苦

情
受

付
担

当
者

を
設

置
す

る
こ
と
 

○
周

辺
に

お
け

る
入

退
場

客
の

混
雑

に
よ

る
騒

音
や

不
法

行

為
を

防
止

す
る

た
め

の
措

置

を
講
じ
る

こ
と
 

等
が
義
務

付
け
ら

れ
て
い

る
。

 

 ○
ま

た
、

許
可

審
査

に
あ

た
っ

て
は

、
地

域
の

関
係

者
か

ら

構
成

さ
れ

る
委

員
会

の
意

見

を
事

前
に

聞
く

こ
と

と
さ

れ

て
い
る
。
 

○
施

設
に

関
す

る
基

準
、

営
業

地
域

、
営

業
時

間
等

に
関

す

る
詳

細
な

規
制

に
つ

い
て

は
、

営
業

許
可

当
局

が
決

定

す
る

。
 

○
ロ

ン
ド

ン
・

ウ
ェ

ス
ト

ミ
ン

ス
タ

ー
区

で
は

、
許

可
審

査

に
あ

た
り

、
営

業
時

間
や

セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
、

音
量

や
振

動

と
い

っ
た

要
素

を
勘

案
す

る

こ
と

と
し

て
い

る
。
 

 

○
公

衆
来

集
施

設
で

あ
っ

て
日

常
的

に
大

音
量

の
音

楽
を

流

す
も

の
に

関
し

て
は

、
音

量

の
制

限
を

定
め

て
い

る
ほ

か
、

営
業

者
に

対
し

て
騒

音

被
害

に
係

る
調

査
書

の
作

成

を
義

務
づ

け
て

い
る

。
 

○
閉

店
前

の
１

時
間

半
の

間
は

ア
ル

コ
ー

ル
飲

料
の

販
売

が

で
き

な
い

。
 

※
 
ド
イ
ツ
…
連
邦

営
業
法
の
規
定
に
よ
り
、
お
よ
そ
営
業
を
営
む
者
は
、
原
則
と
し
て
、
所
管
行
政
庁
に
対
し
、
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

※
 
平
成

2
2
年
６

月
及
び
平
成

2
4
年

1
0
月
に
実
施
し
た
調
査
結
果
を
と
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
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（

２
）

日
本
の

現
行

規
制

を
維

持
す
る

必
要

性
 

客
に

ダ
ン

ス
を

さ
せ

る
営
業

は
、
適

正
に

営
ま

れ
れ
ば

国
民
に

健
全

な
娯

楽
を
提

供
す
る

も
の

と
な

り
得
る

も
の
で

あ
る

一
方
、
営

業
の

行
わ

れ
方

い
か

ん
に

よ

っ
て

は
、

善
良

の
風

俗
と

清
浄

な
風

俗
環

境
を

害
し

、
又

は
少

年
の

健
全

な
育

成
に

障
害

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
が

あ
り

、
実
際

に
、

風
営
法
に

違
反

し
て

営
ま

れ
て
い

る
３

号
営

業
の

状
況

を
み

る
と

、
営

業
所

の
周

辺
に

お
け

る
騒

音
や

酔
客

の
い

集
、

年
少

者
の

立
入

り
、

営
業

所
の

内
外
に

お
け

る
暴
行
・

傷
害

事
案

、
女

性
に
対

す
る

性
的

事
案

等
の

問
題

が
発

生
す

る
と

と
も

に
、

取
締

り
の

継
続

・
強

化
を

要
望

す
る

陳
情

書
や

風
営

法
の

規
制

撤
廃
に

反
対

す
る
意
見

書
が

周
辺

住
民

等
か
ら

警
察
に
寄
せ
ら
れ
る
な
ど
し
て
い
る
。
 

ま
た

、
４

号
営

業
に

つ
い
て

は
、
一

定
の

ダ
ン

ス
ス
ク

ー
ル
営

業
を

規
制

の
対
象

か
ら
除

外
す

る
な

ど
し
て

い
る
が

、
４

号
営
業
を

風
営

法
の

規
制

の
対

象
か

ら

完
全

に
除

外
す

る
こ

と
と

し
た

場
合

に
は

、
例

え
ば

、
出

会
い

系
ダ

ン
ス

ホ
ー

ル
等

の
い

か
が

わ
し

い
営

業
が

出
現

し
、
こ

れ
が

暴
力
団
の

資
金

源
と

な
る

こ
と
な

ど
も
懸
念
さ
れ
る
。
 

こ
の

よ
う

な
状

況
を

踏
ま
え

る
と
、

現
段

階
に

お
い
て

は
、
客

に
ダ

ン
ス

を
さ
せ

る
営
業

に
対

す
る

規
制
を

撤
廃
す

る
こ

と
は
適
当

で
な

い
と

考
え

ら
れ

る
が

、

一
般

論
と

し
て

言
え

ば
、

風
俗

営
業

に
対

す
る

規
制

は
、

こ
れ

ま
で

も
必

要
な

規
制

の
見

直
し

を
行

っ
て

き
て

お
り

、
今
後

と
も

、
風
俗
営

業
の

実
態

、
風

俗
営
業

者
に
よ
る
自
主
規
制
の
内
容
、
地
域
住
民
を
始
め
と
し
て
関
係
各
方
面
の
意
見
等
を
踏
ま
え
、
適
切
に
判
断
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
 

 （
３

）
規
制
の

廃
止

・
見
直

し
を

検
討
す

る
に

当
た
り

留
意

す
べ
き

と
考

え
る
点

 

規
制

の
廃

止
・

見
直

し
に
よ

り
、
善

良
の

風
俗

や
清
浄

な
風
俗

環
境

を
害

し
た
り

、
少
年

の
健

全
な

育
成
に

障
害
を

及
ぼ

し
た
り
す

る
こ

と
が

な
い

よ
う

に
留

意

す
る
必
要
が
あ
る
。
 
 
 
 

な
お

、
こ

の
種

の
問

題
は
地

域
性
の

強
い

問
題

で
あ
り

、
国
に

よ
っ

て
は

酒
類
を

販
売
す

る
形

態
の

営
業
に

対
し
て

我
が

国
よ
り
も

厳
し

い
規

制
を

設
け

、
客

に

ダ
ン

ス
を

さ
せ

る
営

業
を

規
制

の
対

象
と

し
て

い
る

例
も

み
ら

れ
る

と
こ

ろ
で

あ
り

、
諸

外
国

の
制

度
を

単
純

に
比

較
し
て

我
が

国
に
お
け

る
ダ

ン
ス

を
さ

せ
る
営

業
に
対
す
る
規
制
の
在
り
方
を
論
じ
る
こ
と
は
必
ず
し
も
適
切
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
 

以
上
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⑤
ク
ル

ー
ズ
船

入
港

時
の
入

国
審

査
手
続

の
見

直
し
 

（
１
）

制
度
比

較
 

国
名

 

比
較

の
視
点
 

日
本
 

韓
国
 

台
湾
 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
 

1
.
 海

外
臨
船
審
査
 
 
乗

客
数

2
,0

00
名

を
目

安
に
，
本

邦
入

港
予

定
の
大

型
ク
ル

ー
ズ
船

に
対

し
て

は
、
入
国
審
査
官
が
海
外
か
ら
乗
船
し
て

航
行

中
に
パ

ス
ポ
ー

ト
や

外
国

人
入

国

記
録
（
Ｅ
Ｄ
カ
ー
ド
）
の
記
載
状
況
等
を
確

認
し
て
い
る
。

 

 
指

紋
の

取
得

・
要

注
意

人
物

リ
ス
ト
と
の

照
合
は
入
港
後
に
行
っ
て
い
る
。

 

・
韓
国
入
管
指
定
の
規
格
に
よ
り
乗
客
の

顔
写
真
を
含
む
乗
客
情
報
を
提
出
し
た

場
合
は
，
海
外
臨
船
を
行
わ
な
い
。

 

・
顔
写
真
の
提
供
が
で
き
な
い
場
合
は
，

入
国
審
査

官
が
海
外
か
ら
乗
船
し
，
航

海
中
に
パ
ス
ポ
ー
ト
の
顔
写
真
を
Ｍ
Ｒ
Ｐ

で
読
み
取
る
作
業
を
行
う
。

 

・
船

舶
側

か
ら
の

要
請

に
基

づ
き
，
入

国

審
査

官
が
海

外
か
ら
乗

船
し
て
航

海
中

に
パ
ス
ポ
ー

ト
を
チ
ェ
ッ
ク
し
，
証

印
を
押

印
し
て
い

る
。
船

内
で
パ

ス
ポ
ー

ト
コ
ピ

ー
を
作
成
し
，
乗
客
に
配
布
す
る
。

 

・
乗
客
数

1
,0

00
名
以
上
の
客
船
を
対
象

に
入

国
審

査
官

が
海

外
か

ら
乗

船
し
，

パ
ス
ポ
ー

ト
を
チ
ェ
ッ
ク
し
，
証

印
を
押

印

し
て
い

る
。
着

岸
後

は
，
タ
ー

ミ
ナ

ル
で

パ
ス
ポ
ー

ト
の
読

取
り
，
証

印
の
確

認
を

実
施
す
る
。

 

2
.
 上

陸
後

の
手

続

き
の
簡
略
化
 

 
着

岸
後

に
対

面
式

入
国

審
査

を
実

施
。

可
能

な
航

路
の
ク
ル

ー
ズ
船

で
は

個
人

識
別

情
報

の
う
ち
顔

写
真

撮
影

を
省

略

し
て
い
る
。

 

・
韓

国
を
最

終
目

的
地

と
し
な
い
通

過
客

に
は
対

面
式

審
査

は
行

わ
な
い
。
韓

国

で
下

船
す

る
乗

客
に
は

，
指

紋
の

取
得

等
の
対
面
審
査
を
行
う
。

 

・
乗

客
の
下

船
時

は
，
入

国
審

査
官

が
船

内
で
配

布
し
た
パ

ス
ポ
ー

ト
コ
ピ
ー

に
よ

っ
て
乗

客
の
本

人
確

認
を
実

施
し
て
い

る
。

 

・
個
人
識
別
情
報
の
取
得
は
な
い
。

 

・
特
段
の
簡
略
化
は
実
施
し
て
い
な
い
。

 

・
個
人
識
別
情
報
の
取
得
は
な
い
。

 

3
.
 ク

ル
ー

ズ
カ

ー

ド
に
よ
る
上
陸
 

 
運
行
会
社
が
発
行
す
る
ク
ル
ー
ズ
カ
ー
ド

に
よ
る
上

陸
は
認

め
て
い
な
い
が
，
仮

上

陸
許

可
書
に
よ
る
上
陸

を
認
め
て
い
る
。

 

・
韓

国
を
最

終
目

的
地

と
し
な
い
通

過
客

は
，
ク
ル

ー
ズ
カ
ー

ド
で

の
上

陸
が

可

能
。

 

・
ク
ル
ー

ズ
カ
ー

ド
に
よ
る
上

陸
は
認

め
て

い
な
い
が
，
船
内

で
配

布
し
た
パ
ス
ポ
ー

ト
コ
ピ
ー
で
の
上
陸
を
認
め
て
い
る
。

 

・
パ

ス
ポ
ー

ト
の
所

持
が
必

要
で
あ
り
，
ク

ル
ー

ズ
カ
ー

ド
の

み
の

上
陸

は
認

め
ら

れ
て
い
な
い
。

 

4
.
 そ

の
他

の
施

策

等
 

 
ク
ル

ー
ズ
船

対
応

の
た
め
の
入

国
審

査

官
の
増
員

 

 
 

・
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
在

住
者

は
，
タ
ー

ミ
ナ
ル

内
の
自
動
化
ゲ
ー
ト
を
利
用
可
能
。

 

5
.
 入

国
審

査
に

要

す
る
時
間
 

（
20
00

人
規

模
の

例
）
 

 
寄

港
地

上
陸

許
可

を
活

用
し
た

場
合

に
，
入

国
審

査
に

要
す

る
時

間
を
含

め

て
全

て
の
乗

客
が
下

船
す

る
の
に
約

９
５

～
１
０
０
分

（
こ
の
う
ち
入

国
審

査
に
要

す

る
時
間
は
９
０
分
）
。

 

 
上

記
以

外
の
場

合
約

１
９
０
分

（
こ
の
う
ち

入
国

審
査
に
要
す
る
時

間
は
１
８
０
分
）。

 

・
入
国
審
査
は
行
わ
な
い
と
こ
ろ
，
全
て

の
乗
客
が
下
船
す
る
に
約
９
０
分
。

 

・
海

外
臨

船
を
行

っ
た
場

合
に
，
着

岸
後

の
本

人
確

認
に
要

す
る
時

間
を
含

め
て

全
て
の
乗

客
が
下
船
す
る
に
約
９
０
分
。

 

 
・
上
記
以
外
の
場
合
約
１
８
０
分
。

 

・
タ
ー

ミ
ナ
ル
の
審

査
で
約

１
０
５
分

か
ら
１

３
５
分

。
 

（
注

）
上
記

の
韓
国

，
台
湾
及
び
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
お
け
る

状
況

は
，

コ
ス
タ

・
ク

ル
ー

ズ
及

び
プ

リ
ン
セ

ス
・
ク
ル
ー
ズ
等
海
外
大
手
ク
ル
ー
ズ
船
社
の
我
が
国
総
代
理
店
で
あ
る
ウ

ィ
ル

ヘ
ル
ム

セ
ン
・
シ
ッ
プ
ス
・
サ
ー
ビ
ス
・
ジ
ャ
パ

ン
・

プ
ラ

イ
ベ

イ
ト
・

リ
ミ
テ
ッ

ド
の

協
力

に
よ
り

，
各
国
・
地
域
の
現
地
代
理
店
等
か
ら
聞
き
取
り
調
査
を
行
っ
た
結

果

を
ま

と
め
た

も
の
。
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 （
２
）

日
本
の

現
行

規
制
を

維
持

す
る
必

要
性
 

・
 

個
人
識

別
情
報

の
提
供
義
務
に
つ
い
て
 

ク
ル

ー
ズ
船

の
外
国
人
乗
客
か
ら
個
人
識
別
情
報

を
取
得
し

な
い

と
し

た
場
合

，
テ
ロ
リ

ス
ト

等
が

ク
ル
ー

ズ
船
乗
客
を
装
い
本
邦
へ
の
入
国
を
企
図
す
る
可
能
性
が
否
定
で
 

き
ず

，
か
つ

，
テ
ロ
リ
ス
ト
等
の
入
国
を
阻
止
す

る
た
め
の

代
替

え
措

置
も
見

当
た
ら
な

い
こ

と
か

ら
，
現
状
を
維
持
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

・
 

ク
ル
ー

ズ
カ
ー
ド
に
よ
る
上
陸
に
つ
い
て
 

 
 

外
国

人
の

乗
客

の
上
陸
後
の
本
人
確
認
は
，
運

行
会

社
が

発
行

す
る

ク
ル

ー
ズ

カ
ー

ド
で

は
な

く
，

公
的

な
機
関
が
発
行
す
る
旅
券
又
は
許
可
書
に
よ
る
こ
と
が
適
当
と
考
え
る

こ
と

か
ら
，

ク
ル
ー
ズ
カ
ー
ド
の
み
に
よ
る
上
陸

を
認
め
る

こ
と

は
で

き
な
い

。
 

 （
参

考
）
 

・
平

成
2
4
年

6
月

か
ら
実
施
し
て
い
る
寄
港
地
上
陸
許
可

制
度

を
活

用
し
た

ク
ル
ー
ズ

船
乗

客
に

対
す
る

審
査
の
合
理
化
策
に
つ
い
て
は
，
各
船
社
，
代
理
店
か
ら
概
ね
好
評
で
あ
る

が
，「

本
邦
を

経
由
し

て
本
邦
外
の
地
域
に
赴
こ
う
と
す
る

」
航

路
で
あ

る
こ
と

が
要
件

と
な

っ
て

い
る

。
法

務
省
に
お
い
て
は
，
よ
り
多
く
の
ク
ル
ー
ズ
船
乗
客
の
入
国
審
査
に
迅
速

に
対

応
す

る
べ

く
，
法
務
大
臣
が
指
定
す
る
ク
ル
ー
ズ

船
の

外
国

人
乗

客
を

対
象

と
し

て
，

簡
易

な
手

続
で

上
陸

を
認
め
る
新
た
な
特
例
上
陸
許
可
（
船
舶
観
光
上
陸
許
可
制
度
）
等

を
創

設
す
る

た
め
，

今
国
会
に
入
管
法
改
正
案
を
提
出
し
て

い
る

。
 

   （
３
）

規
制
の

廃
止

・
見
直

し
を

検
討
す

る
に

あ
た
り

留
意

す
べ
き

と
考

え
る
点

 

・
ク

ル
ー

ズ
の

振
興
は
，
観
光
立
国
の
推
進
の
観
点
か

ら
も

重
要

で
あ

る
と

こ
ろ

，
規

制
の

廃
止

・
見

直
し

に
当

た
っ
て
は
，
テ
ロ
対
策
，
水
際
対
策
の
た
め
の
厳
格
な
出
入
国
管
理

の
維

持
に
も

留
意
の

上
，
両
者
の
高
度
な
次
元
で
の
両
立
が

必
要

と
考

え
て
い

る
。
 

・
海

外
臨
船

審
査
の
見
直
し
は
，
我
が
国
の
領
域
の

外
に
お

け
る

公
権

力
の
行

使
に
つ
い

て
，

船
籍

国
の
了

解
を
得
る
必
要
が
あ
る
。
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第１回産業競争力会議の議論を踏まえた 

当面の政策対応について（抄） 

 

平 成 ２ ５年 １月 ２ ５日 

第３回日本経済再生本部 

本部長 内閣総理大臣 安倍晋三  

 

第１回産業競争力会議での議論を踏まえ、関係大臣におかれては、 

喫緊の重要政策課題に関する当面の対応として、以下の事項につい 

て対応されたい。 

 

（規制改革の推進） 

内閣府特命担当大臣（規制改革）は、雇用関連、エネルギー・ 

環境関連、健康・医療関連を規制改革の重点分野とする。特に健康・ 

医療については、健康を維持して長生きしたいとの国民のニーズに 

応えるとともに、世界に我が国の医療関連産業が展開して国富の拡 

大につながるように、 大胆な改革を推進すること。 

戦略分野を育成するとともに、投資先としての日本の魅力を最高 

水準に引き上げる観点から、国際比較をした上での規制改革などを 

含め、 国際先端テストの導入に向けて取り組むこと 。 
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第４回・第５回産業競争力会議の議論を踏まえた 

当面の政策対応について（抄） 

 

平 成 ２ ５ 年 ４ 月 ２ 日 

第 ６ 回  日 本 経 済 再 生 本 部 

本部長 内閣総理大臣 安倍晋三 

 

 

第４回・第５回産業競争力会議での議論を踏まえ、関係大臣におかれては、当面の 

政策課題として、以下の事項について対応されたい。 

 

 

 

（国際先端テスト） 

○内閣府特命担当大臣（規制改革）と関係閣僚は、国際先端テストを着実に推進する 

こと。関係閣僚は、国際先端テストに係る内閣府特命担当大臣（規制改革）からの 

要請を踏まえて、海外の規制・制度に関する必要かつ十分な調査を迅速に行うとと 

もに、内閣府特命担当大臣（規制改革）と協力して、我が国の規制環境を世界最先 

端にするとの観点から、早急に規制・制度改革の具体策を検討すること。 
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